
アルメニア共和国

医療機材改善計画

基本設計調査報告書

平成14年1月

国際協力事業団
株式会社　国際テクノ・センター

02-009

CR(1)

無償二



アルメニア共和国

医療機材改善計画

基本設計調査報告書

平成 14 年 1 月

国際協力事業団

株式会社　国際テクノ・センター



序　文

　日本国政府はアルメニア共和国政府の要請に基づき、同国の医療機材改善計画にかかる基本設計調

査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施しました。

　当事業団は、平成 13 年 6 月 26 日から 7 月 27 日まで基本設計調査団を現地に派遣しました。

　調査団は、アルメニア政府関係者と協議を行うとともに、計画対象地域における現地調査を実施し

ました。帰国後の国内作業の後、平成 13 年 10 月 9 日から 10 月 25 日まで実施された基本設計概要書

案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。

　この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願

うものです。

　終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

平成 14 年 1 月

国 際 協 力 事 業 団

総 裁 　 　 川 上 隆 朗



伝達状

　今般、アルメニア共和国における医療機材改善計画基本設計調査が終了いたしましたので、ここに

最終報告書を提出いたします。

　本調査は、貴事業団との契約に基づき弊社が、平成 13 年 6 月 15 日より平成 13 年 1 月までの 7 カ

月間にわたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、アルメニアの現状を十分に踏

まえ、本計画の妥当性を検証するとともに、日本の無償資金協力の枠組みに最も適した計画の策定に

努めてまいりました。

　つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。

平成 14 年 1 月

株式会社　国際テクノ・センター
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要　約

　アルメニア国は 1991 年の独立以降、他の CIS 諸国より早い時期に改革路線を打ち出し、価格自由

化、国営企業の民営化等、市場経済への改革努力を行ってきており、それまでのインフレも大幅に収

束し、経済成長が始まった。過去５年間の実質 GDP 成長率は 5％を越え順調に発展している。しかし

ながら、これまで GDP の成長の大部分が大規模な雇用を必要としない分野／企業／地域の成長に依

存しているため、雇用創出に繋がらず、必ずしも貧困削減にはプラスのインパクトを与えていない。

今後の持続的な成長を維持するためにはビジネス環境の整備／民間セクターの育成／政治的安定をは

かりより一層の開発努力が必要とされている。

　アルメニアの保健医療分野は旧ソ連時代の体制が引き継がれており、施設／人員とも量的に供給過

剰な状態で、慢性的な財政不足を引き起こしていた。また、施設／機材の老朽化による診療機能低下

も相まって、国内の医療施設の稼働率が落ち込み、国民の公的医療離れを招いている。このためアル

メニア政府は「国家保健制度開発改革プログラム（1996～2000 年）」を策定し、医療セクター改革に

着手した。その後もさらなる改革として 2001 年 6 月に「保健制度最適化プログラム」を採択し、医

療施設／診療科目の統廃合、病床数／医療従事者数の削減等の適正化事業を開始し、信頼のおける診

療機能を有する施設を人口規模に見合った体制に再編することを目指している。しかし、その過程に

おいて、最適化が量的な縮小のみに終始すれば、保健医療サービスの質の向上が果たされず国民の健

康は大きく損なわれると危惧される。特に、所得の低下や生活環境の悪化によって最も影響を受けや

すい人口層、すなわち社会的弱者／母子／小児等の健康はすでに悪化に向かいつつある。保健医療サ

ービス体制の適正化事業は、これらの人口層に対するサービスの質とアクセスを維持・改善しつつ進

められなければならない。

　本計画が対象とする 3 病院（小児救急病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院）は、公的医療サ

ービスにおいて特に優先度の高い小児診療および新興・再興感染症対策のための重要施設であり、最

適化計画でも存続が決まり機能強化が求められている。換言すれば、これら 3 病院は人口規模に見合

ったサービス体制の要となる病院であり、同時に、幼年層および社会的弱者への良質な医療サービス

の提供に極めて重要な役割を持つ。

　本プロジェクトは、各対象施設での医療サービスの質を高め、ひいてはイェレヴァン首都圏での小

児診療および新興・再興感染症対策のための医療体制を向上させることを目的とし、対象施設の基本

的な医療機材の整備につき我が国の無償資金協力が要請されたものである。この要請に応えて、日本

政府は、平成 12 年 10 月に予備調査団を派遣し、調査結果から協力の必要性が確認されたため基本設

計調査の実施を決定した。これを受け、国際協力事業団（JICA）は平成 13 年 6 月 25 日から 7 月 27

日まで基本設計調査団を現地に派遣し、帰国後の国内作業を経て、平成 13 年 10 月 9 日から 10 月 25

日まで基本設計概要の現地説明を行った。
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　基本設計調査団は、現地調査や国内解析を通してアルメニアの保健医療分野状況、保健政策におけ

る優先事項等を勘案し、他の援助機関の動向や対象施設の診療科配置、設備環境、現有機材稼働状況

等を総合的に検討した。この結果を踏まえて、本プロジェクトの対象３病院の診療活動に用いる機材

を調達する計画内容が策定された。

　協力対象事業は、アルメニア医療改革政策における対象 3 病院の性格、位置づけと保健制度最適化

プログラムの方向性を踏まえ、各病院の診療科および病棟、検査諸室、手術室／ ICU、間接支援部門

に関し、各病院が果たすべき機能に合致した機材整備を行うものである。

以下に各病院ごとの協力計画策定基本方針と各診療科別の主要計画機材内容を示す。

小児救急病院 　　 広範な小児系専門診療と常時対応可能な救急機能を整えるべき施設であることを

踏まえ、小児系診療科とその診療を支える部門を協力対象範囲とする。

新生児科 保育器／インファントウォーマー／輸液ポンプ／酸素濃縮器

乳児科 インファントウォーマー／超音波ネブライザー

一般外科 吸引器

胸部外科 吸引器

外傷・整形外科 吸引器

［病棟］

脳神経外科 吸引器／眼底鏡

放射線室 Ｘ線撮影装置／自動現像器／シャウカステン／防護エプロン

超音波診断室 超音波診断装置、ドップラー付き

生理機能検査室 心電計／スパイロメーター

脳波検査室 脳波計

内視鏡検査室 結腸内視鏡／消毒器／胃内視鏡

［検査諸室］

中央検査室 オートクレーブ、縦型／血液ガス分析装置／凝固計

手術室 麻酔器、人工呼吸器付き／駆血帯、電動式／関節鏡［特別な治療室］

ICU 除細動器／心電計／保育器／輸液ポンプ／患者監視装置

滅菌室 オートクレーブ／乾熱滅菌器

血液銀行 血漿冷凍庫／血液冷蔵庫

洗濯室 アイロン／洗濯機、脱水器付き

患者受付 吸引器／シャウカステン

［間接支援部門］

霊安室 ミクロトーム／遺体冷蔵庫／パラフィンバス／自動包埋装置

ノーク感染症病院 一般的な感染症の診断、内科的治療と切開排膿程度の外科的治療、およびその診

療を支える以下の部門を協力対象範囲とする。

第１～６病棟 輸液ポンプ／吸引器／体重計、乳児用／シャウカステン［病棟］

隔離棟（診断科） 輸液ポンプ／超音波ネブライザー／体重計、成人用

放射線室 自動現像器／防護エプロン／Ｘ線撮影装置

超音波診断室 超音波診断装置

［検査諸室］

中央検査部門 電子天秤／オートクレーブ、縦型／蒸留器／冷蔵庫

［特別な治療室］ 小手術室、ICU 無影灯、シングル／手術台／患者監視装置／除細動器

滅菌室 オートクレーブ／乾熱滅菌器

薬局 電子天秤／オートクレーブ、縦型／蒸留器／冷蔵庫

洗濯室 アイロン／洗濯機、脱水器付き

患者受付 診察灯／体重計、成人用

［間接支援部門］

霊安室 遺体冷蔵庫
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共和国結核病院 肺結核の他に各種肺外結核の確実な診断、化学療法および外科的治療、およびそ

の診療を支える部門を協力対象範囲とする。

一般結核病棟 胸腔穿刺セット／血圧計／ストレッチャー／低圧持続吸引器

小児病棟 診察灯／診察台／腰椎穿刺セット／血圧計、小児用

［病棟］

肺外結核科病棟 診察灯／ギプスカッター／器械戸棚／無影灯、移動式／処置台

放射線室 自動現像器／防護エプロン／Ｘ線撮影装置

臨床検査部門 血液ガス分析装置／凝固計／恒温器／顕微鏡、蛍光

［検査諸室］

内視鏡検査室 気管支鏡、軟性／消毒器／器械戸棚

［特別な治療室］ 手術室、ICU 麻酔器、人工呼吸器付き／除細動器／電気メス

滅菌室 オートクレーブ／器械戸棚

薬局 電子天秤／オートクレーブ、製剤用／蒸留器

［間接支援部門］

洗濯室 アイロン／洗濯機、脱水器付き

　なお、先方要請のうち、歯科については、小児救急病院にはこれまで同専門科が開設されておらず、

また、他の 2 病院では裨益効果が限定されるため本計画の対象範囲外とした。同じく、ノーク感染症

病院会計課についても事務部門は本計画の対象外とした。

　本プロジェクトが日本政府の無償資金協力によって実施される場合、全体工期には約 10.5 カ月を要

し、必要な概算総事業費は約 4.95 億円と見込まれる。本計画を実施した場合の維持管理費増加分は、

各病院の支出総額に対して、小児救急病院で 3%、ノーク感染症病院および共和国結核病院で 13%で

あるが、運営効率の改善および診療費徴収額の増加により、負担可能な範囲と予測できる。

　本プロジェクトの実施により、医療サービスの改善に関する以下の効果の達成が期待される。

［直接効果］

・対象病院の検査能率の向上

　劣化した機材や数世代前の検査機器を使用していたために、検査の精度を確保するには検査を繰り

返して行わねばならず時間や経費の無駄を避けることができなかったが、各検査機器が整備されるこ

とにより、能率的な検査が可能となる。

・対象病院の診断・治療技術の向上

　能率的で精度の高い検査が可能となることで、的確な診断をより迅速に行うことができるようにな

る。また、修理や部品交換が不可能であった老朽化した機材が更新されることで、これまで対処する

ことができなかった外科的手術等が再び可能となり、対象病院の診断機能が向上する。

・対象病院の衛生環境の向上

　故障が多く日常の使用に支障を来していた滅菌室機材が更新されることにより、手術器具およびそ

の他の処置具の滅菌処理が適切に行える。同様に洗濯室機材が更新されることによりシーツ・術衣の

清潔度も高まり、院内感染の危険性が低減する。
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［間接効果］

・対象病院の信頼の向上

　対象病院の診療サービスの質が向上することにより、対象病院の信頼が高まり、患者数および地方

からの紹介数が増加する。

・対象病院の稼働率の上昇

　これまでに実施されつつある病床数適正化とあわせて、患者数／紹介数が増加し、病床利用率が上

昇して稼働状況が改善する。

　本計画による裨益対象はアルメニアの全人口 380 万人である。アルメニアの国土面積が小さくイェ

レヴァン首都圏は国土のほぼ中央にあることから、対象施設の患者は全国から搬送されており、トッ

プ・リファーラル施設の機能向上はすべての国民への裨益となる。

　本計画の実施により前述のような効果が予測され、本計画の運営・維持に関しても相手国側体制に

著しい問題はないと考えられるが、以下のような事項が改善されれば、一層の効果をあげることがで

きるであろう。

［医療財源の効率性］

　アルメニア保健省は、保健業務庁により医療施設が診療費国庫負担の適用を受けるための基準やガ

イドラインに基づく条件規定を設ける等の措置が必要としている。また、医療施設に関する許認可制

度の導入が医療改革政策での重要事項のひとつとされており、医療施設の組織、運営についての関連

法規が刷新されて、これに基づいて優良施設を選択的に国庫診療費予算の適用対象とすることができ

れば、限られた予算でも公的診療サービスの質が向上すると考えられる。

［病院の改革と PHC 注強化］

　アルメニアでは、これまで外来診療と入院加療が分断されていた保健医療サービス・システムを、

PHC サービスから 2 次・ 3 次サービスまでの階層的なシステムへと転換しつつある。この流れにお

いて、2 次・ 3 次の病院と PHC レベルとの良好な関係が生まれることが必要であるが、本計画対象 3

病院の活動状況をみると、すでにそれぞれの診療分野において、下位の施設あるいは地方の施設との

連携の原型ができている。各病院が、紹介患者の治療に関する下位施設へのフィードバック、PHC レ

ベルで行われるべき予防・治療への助言等をさらに積極的に行えば、階層的なシステムによる保健医

療サービスの効果がより高まると考えられる。

注：PHC（プライマリー・ヘルスケア）とは、地域社会に住む誰もがその生活の水準に応じた負担で身近に利用でき、科学的に適

正かつ社会的に受け入れられるやり方に基づいた、人々の暮らしに欠くことのできない保健医療を指す。PHC は、1.健康教育、2.

食料の供給と栄養状態の改善、3.安全な水の供給と衛生管理、4.母子保健（家族計画を含む）、5.予防接種、6.地域に蔓延する疾病

の予防とコントロール、7.一般的な疾病および傷害の適切な治療、8.必須医薬品の供給の 8 つの要素から成り立っている。
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［医学教育における実習指導］

　医学教育は国立医科大学（ SMU）、国立保健研究所（ NIH）で行われており、医学生の実習はこれ

ら教育機関からの委託を受けた公的医療施設で行われる。医療改革政策においても医学教育の改訂は

重要事項のひとつにあげられているが、現在、医学教育におけるもっとも深刻な問題として実習教育

の不足が指摘されている。小児科、救急、感染症、結核に関する実習教育は主に本計画対象 3 病院で

実施されているが、各病院の診断能力の向上と稼働状況の改善は実習教育の活性化への波及効果も期

待され、教育機関との連携により医学実習教育の充実が望まれる。
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第１章　プロジェクトの背景・経緯

１－１　保健医療セクターの現状と課題

１－１－１　現状と課題

（１）国土および人口動態

　アルメニア共和国（以下、アルメニア）は、コーカサス南部に位置し、トルコ、イラン、アゼルバ

イジャン、グルジアと国境を接する内陸国である。国土面積は 29,800km2 （日本の約 13 分の 1)）で

CIS 諸国中で最も小さい。総人口は約 380 万人で、9 割以上がアルメニア人であるが、アゼルバイジ

ャン人、クルド人等も居住する。この地域は、歴史的にローマ、ペルシャ、オスマン・トルコ、ロシ

アといった巨大帝国がしのぎを削った地域であり、11 世紀以降 19 世紀までに西アジア、東西ヨーロ

ッパに移住・脱出したアルメニア人も多く、現在も、ロシアをはじめ他の CIS 諸国、中東諸国、米国、

フランス、ギリシア等に多くのアルメニア人が居住する。

　アルメニアは、1988 年のスピタク大地震で社会的、経済的に大きな打撃を受けた。また、隣国アゼ

ルバイジャン領内のナゴルノ・カラバフ自治州のアルメニアへの帰属変更を巡って開始されたアルメ

ニアとアゼルバイジャンの国家間紛争でも、数万人の死傷者と 100 万人を越える難民を生み出したが、

1994 年以降は停戦合意が遵守され、欧州安全保障協力機構の仲介により和平の努力が続けられている。

　アルメニアの人口増加率は 1975～99 年平均で

1.2%で、1970 年代初頭は 3.0 であった合計特殊

出生率も 1990 年代後半は 1.4 まで下がり、少子

高齢化の傾向にあるが、ロシア、ウクライナ等

での体制崩壊後の混乱に起因する男性死亡率の

上昇による「失われゆく男性たち（missing men）」

現象はアルメニアではみられず、男女人口比も

94 対 100 と正常のバランスを維持している。

　現在、アルメニアにはマルズ（ marz）と呼ば

れる 11 の行政区分（イェレヴァン首都圏および

10 の州）が設けられており、総人口の 3 割にあ

たる約 120 万人が首都イェレヴァンに居住する。

表 1-1：アルメニア国行政区分別人口

行政区分 面積（km2） 人口

イェレヴァン首都圏 227 1,247,200

アラガト州 2,753 167,800

アララト州 2,096 311,200

アルマヴィル州 1,242 322,900

ゲガルニク州 5,348 278,600

ロリ州 3,789 393,400

コタイク州 2,089 329,000

シラク州 2,681 362,100

シュニク州 4,506 164,100

ヴァイトス・ゾール州 2,308 69,400

タヴォウシュ州 2,704 156,700

合　計 29,743 3,802,400

（２）保健指標と疾病構造

　アルメニアは、かつてソビエト連邦諸国中でも保健事情の良い国であったが、ソ連崩壊、大地震、

国際紛争等から、社会経済状況がひどく悪化し国民の健康状態も少なからぬ影響を受けた。独立前後
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の大きな混乱は 1990 年代半ばにはほぼ収まり、GDP も比較

的早い段階でプラス成長に転じ、また基礎保健指標にも一定

の改善が伺えた。しかし、経済成長は必ずしも失業率の低下

や生活水準の向上につながっておらず、国民の健康状態も独

立前に比べれば良い状態にあるとはいえない。

　たとえば、スピタク大地震に見舞われた 1988 年を除いて、

アルメニアの出生時平均余命は、図 1-1 のとおり旧ソ連諸国

中で最も良い。過去 20 年間の推移をみると、旧ソ連圏の出生

時平均余命は 1990 年代始めに悪化し、同半ばより改善したも

のの 1998～99 年は再び悪化の方向にある。アルメニアでもこ

れと同様の傾向にあるが、回復の速度は NIS 平均に比べて明

らかに速い。しかし、同国の平均余命が 1980 年代初頭には EU

平均に匹敵した事実を考えれば、大きな混乱や社会問題を抱

えたこの 20 年間、国民の生活水準が必ずしも良い状態で維持

されてこなかったことが伺える。

　図 1-2 のとおり、乳児死亡率は独立以前は概ねソ連諸国の

平均値であり、平均余命と同じく 1988 年に一時的に悪化、そ

の後 1990 年代半ばまで改善の方向にあった。現在のアルメニ

アの乳児死亡については正確な統計が少ないが、 1998 年に

USAID が行った状況調査では、乳児死亡率が出生千対 15.7、

死亡の原因は呼吸器系疾患が約 20%、感染症、先天異常がそ

れぞれ約 15％とされる。現状ではバルト三国、ベラルーシ、

ウクライナに次ぐ位置にあるものの、これらの国々から状況

の悪い中央アジア諸国までを含めても域内全体で乳児死亡率

が改善しつつある中、ややもすると悪化の傾向がみえるアル

メニアの状況は楽観を許さない。妊産婦死亡率は、アルメニ

アでの出生数が年間数万件であるため、出生十万対での死亡

率をとると各年のバラツキを増幅したグラフとなる。しかし、

過去 20 年間の傾向をみると中央アジアおよび NIS 平均より

も良い値を維持しているものの、特に 1990 年代以降は悪化の

方向にあることがわかる。独立後 10 年を経て、生活水準や栄

養摂取状態の悪化、PHC サービスの質の低下等が懸念される。

図1-1：出生時平均余命の推移
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図1-2：乳児死亡率（IMR）の推移
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図1-3：妊産婦死亡率（MMR）の推移
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　アルメニアの死因と疾病の状況は、表 1-2,1-3 のとおり概ね WHO/Europe 加盟国の平均的な姿とい

え、主要死因は心疾患、悪性新生物で、いずれも全体に占める比率が加盟国平均よりもやや大きい。

一方、医療施設で入院加療を受けた患者の疾病内訳をみると、呼吸器疾患、消化器疾患、心疾患がそ

れぞれ全体の約 1 割であるが、このうち心疾患は加盟国平均よりもむしろ割合が小さい。また、もう

ひとつの特徴は、64 才以下の感染症による死亡は全体の 3%未満で加盟国平均そのものであるのに対

し、入院患者の疾病内訳では感染症の占める割合が加盟国平均よりも大きく、全体の 6.6%とはいえ、

上位疾患との差をみても感染症で入院する患者が相対的に多い。

表 1-2：死因内訳（1999 年）

0-64才 65才以上

アルメニア WHO/Eur
ope平均

アルメニア WHO/Eur
ope平均

心疾患 34.8% 30.8% 66.2% 60.0%

悪性新生物 25.0% 23.0% 10.4% 16.6%

事故・中毒・暴力 10.8% 19.7% 1.3% 2.6%

呼吸器疾患 5.2% 5.4% 5.3% 6.9%

感染症、寄生虫症 2.9% 2.9% 0.3% 0.6%

消化器疾患 4.5% 5.6% 2.7% 3.0%

不明 1.0% 2.6% 7.1% 4.0%

その他 15.8% 10.0% 6.7% 6.3%

表 1-3：入院患者の疾病内訳（1999 年）

アルメニア WHO/Eur
ope平均

呼吸器疾患 10.7% 10.1%

消化器疾患 10.6% 10.0%

心疾患 10.1% 12.5%

負傷、中毒 7.4% 8.4%

感染症、寄生虫症 6.6% 3.4%

悪性新生物 5.0% 6.7%

その他 49.6% 48.7%

　1990 年初頭の平均余命の悪化は成人の心疾患による死亡が増えたためとされているが、図 1-4 のと

おり、過去 20 年間では 1993 年をピークとして上昇し続けた死亡率が 1995 年ぐらいから減少しはじ

め、現在はちょうど 20 年前とほぼ同様の状態である。旧ソ連諸国の平均に対してはるかに小さいも

のの EU 平均にはほど遠く、ちょうど平均余命の場合に類似する傾向がみられる。

　他方、図 1-5 のとおり結核は、新患発生率が保健指標が改善の方向を向いた 1993 年前後からむしろ

上昇し始めている。アルメニアでは 1996 年のパイロットプロジェクトを皮切りに DOTS 戦略に基づ

く結核対策が展開されており、これによって患者発見率が上昇したとも推測されるが、貧困の拡大や

生活水準の悪化を反映するものとも受け止められ、今後のモニタリングと効果的な対策プログラムの

維持が望まれる。

図1-5：結核の新患発生率（0～64才）図1-4：心疾患による死亡率（0～64才）
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　このほか、旧ソ連諸国に共通する事項として、人口減少と少子高齢化、再興・新興感染症の流行、

タバコ・アルコール・薬物依存症等の問題が指摘されている。

（３）保健医療サービス体制

　アルメニアの保健医療サービス体制は、従来、入院加療施設（病院）と外来診療施設（ポリクリニ

ック等）が明確に区別され、さらにそれぞれが患者の年齢層によって成人対象施設と小児対象施設に

区別されていた。これは国家がノルマ方式で運営する保健医療サービス・システムであり、旧共産圏

に共通する中央集権色の強いものであった。医療施設・機材、医療従事者はすべて人頭割りで配置さ

れ、住民は居住地の医療施設への登録が義務づけられていた。

　入院加療施設は成人と小児のそれぞれ別に総合病院、専門病院、医療センター、研究所等があり、

多くはイェレヴァン首都圏に所在した。外来診療施設を代表するポリクリニックは、独立施設もあれ

ば病院の付属施設もあるが、病院と同様に専門医が配置されてあくまで専門外来診療を行ってきた。

ポリクリニックを訪れた患者が病院へ移管されるのは入院という方法で治療を行うためであり、ポリ

クリニックと病院の関係は PHC と 2 次サービス間のリファーラル関係とは本質的に異なった。特に

地方部では、ヘルスセンター、診療所（village dispensary）等の規模の小さい施設が設けられていたが、

十分に機能していないものが多く、都市部に比べて住民にとってのサービス・アクセスに大きな格差

があったとされる。これら保健医療施設の多くは、形式上は地方レベルの行政の管理下にあったが、

決定権はすべて中央に集約され、医療施設の運営予算、従事者への支払いも実際の活動量や業務量に

関係なくすべて中央が決定していた。制度上、医療はすべて無料であったが、患者が医師に対して個

人的な謝礼をすることが当たり前であった。このようなシステム下において、国家に所定の財政力が

あり、すべてが中央から与えられるシステムであったからこそ、一定の保健水準が維持されたともい

える。中央集権的なシステムがもたらした最大の問題は、サービスを提供する側（医師、医療施設）、

サービスを受ける側（患者）のいずれにおいても自主性や責任意識を薄らげてしまったこととされる。

保健医療が無料かつ無制限であったために、受益者は自分の健康管理をあまり意識せず、医療施設や

医師は診療コストの効率やサービスの質を気にとめることが少なかった。また、過度な中央支配が、

結果として地方の行政や医療施設の運営能力を低下させたともいわれている。極論すれば、開発が遅

れ悪化の兆しさえみえる国民の健康状態は、単に経済問題や国際紛争の影響だけでなく、旧システム

の弱点が露呈した結果によるものともいえる。

　現在進められつつある保健医療改革では、外来診療を PHC サービスに転換し、病院に専門外来診

療機能も持たせて 2 次および 3 次サービスとして整え、効率的なリファーラル・システムを整えるこ

とを将来的な目標としている。このような保健医療サービス・システムの転換は、 CIS 諸国や東欧諸

国等の多くの国が取り組んでいるが、後述のとおり、アルメニアでは保健医療制度最適化プログラム
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を策定して、保健医療サービス供給体制の適正化事業、将来的なリファーラル・システム構築のため

の各次位でのサービス機能の転換に着手した段階である。

　新しいシステムを構築していく上での現状における最大の課題は、医療施設／病床数／医療従事者

の著しい余剰、医療施設の稼働率／診療機能の低下、受益者の医療離れという相互に影響しあう問題

を解決することである。当然のことながら、医療従事者や病床数に見られる保健医療サービスの量的

な供給過剰はイェレヴァン首都圏で顕著であり、首都圏に病院（産院、PHC 施設を除く）が約 40 施

設あるが、病床占有率は全体で 30～40%、一部 20%を下回る施設もある。また、医療施設にとって患

者が極めて少ない状態は診療活動の効率が悪くなり、そのような状態が続くことによって活動機能お

よびサービスの質の低下を余儀なくされる。また、地方では、首都圏ほどの供給過剰ではないものの、

保健医療サービスの質はさらに悪い。医療施設の機能低下は、独立後の経済情勢が医療機材の更新を

ほとんど不可能にしてきたことにもよるが、稼働率の低下と基礎機材の未整備が相俟って、本来の機

能を発揮することができなくなってしまっている施設が少なくない。受益者の医療離れも顕著で、既

述のとおり医師に対する個人的な謝礼が習慣となっていたところへさらに診療費の多くが患者負担と

されたことが最大の理由とされるが、同時に、保健医療サービスの質の低下が医療への信頼を低くし、

国民を公的保健医療からさらに遠ざけていることも事実である。早期に適切な処置がなされれば問題

のないはずの急性疾患や外傷でも、患者の受診が遅れていたずらに症状を悪化させる例もみられ、特

に小児の場合、虫垂炎や軽度の火傷で救命が困難となる場合さえある。

表 1-4：公的医療施設の病床数および医療従事者数

1997 年 1998 年 1999 年 2000 年

病床数 25,560 25,725 23,574 20,748
医師 12,720

(8,476)
12,650
(8,448)

12,332
(8,161)

11,923
(7,892)

医師以外の従事者

（看護婦、検査技師等）

26,060
(10,925)

25,281
(10,505)

24,313
(9,966)

22,164
(9,140)

　　　　　　　　［上段　全国　／　下段　（）内はイェレヴァン首都圏］

専門外来診療機能の整備

施設、科目の統廃合

施設稼働率の改善

病床数・従事者数の適正化 2次病院州病院 産科病院

病院・研究所
研究所

専門病院総合病院

・サービス供給の余剰

・施設の稼働率の低下

・産院の技術レベルの低さ

・リファーラルシステムの不備

・受益者の医療離れ

現状の問題

家庭医学の導入

産婦人科ケアの確保

PHC施設
ヘルス・センター 村落診療所

ポリクリニック
総合病院

専門病院

産　院

研究所

主な既存の施設種類

入院加療施設

ヘルス・センター

村落診療所

ポリクリニック

外来診療施設

図1-6：従来の医療サービス体制と将来のリファーラル・システム

取り組むべき課題 リファーラル・システムの将来像
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　次節で述べるとおり、アルメニアでは 1996 年より医療改革プログラムが開始されており、2001 年

になって保健医療システム最適化への努力も始まった。本計画が対象とする小児救急病院、ノーク感

染症病院、共和国結核病院は、これら改革政策においても 3 次医療の専門病院として重要な役割を担

う施設であるが、現状では 3 病院いずれについても病院機能やサービスの質が低下していることは否

めないのが現状である。

１－１－２　開発計画

（１）医療改革

　アルメニアでの医療改革は、「国家保健制度開発改革プログラム（Program of Development and Reform

of the Health Care System of the Republic of Armenia, 1996-2000）」によって開始された。同プログラムは、

①保健財政改革、②サービス・システムの改善、③医学教育の改訂、④医療免許制度導入、⑤医療機

関の自主経営権付与と医療行政の地方分権化、⑥一部医療機関の民営化、⑦保健管理情報システムの

構築を主な柱としたが、計画の中で最も大きな進展が見られたのは、保健財政改革とサービス・シス

テム改善に係る PHC 強化であった。政府は、同プログラムでの計画進捗状況を踏まえ「保健制度開

発戦略（The Strategy of Health Care System Development in Armenia, 2000~2003）」を打ち出して、引き

続きさらなる改革に取り組む姿勢でおり、保健制度最適化、医療施設・従事者の許認可制度導入、保

健管理情報システム構築等に関し、順次、関連プログラムを策定して実施に移す方針である。

　特に、保健制度最適化は 2001 年 6 月に「保健制度最適化プログラム（Health System Optimization

Program）が採択されて、病床数・医療従事者数の削減等の適正化事業が開始された。財政面での困

難を抱える中、蝕まれつつある国民の健康を改善・維持していくためには、著しく供給過剰な状態に

ある保健医療サービス体制を人口規模に見合った体制に再編することは急務であり、また、量的な最

適化とあわせてサービスの質を向上させねばならず、社会的弱者や幼年層への良質な医療の確保、再

興・新興感染症対策等への処置を講じることも強く望まれている。

　上述「保健制度最適化プログラム」は州（マルズ）別に最適化の内容が定められており、特に医療

施設・従事者が集中するイェレヴァン首都圏での最適化プログラムでは、病床数を全体で約 30%削減

し、一次医療施設の施設スペースを 20%削減、これにともなう人員削減が 6000 名に達すると考えら

れる。病床数および施設スペースは、事実上、プログラム採択以前から各施設にて削減が始まってい

たが、削減人員の失業対策や地方部への再配置は容易に解決し得る問題ではなく、最適化が実現する

には相応の時間が必要とみられている。

（２）最適化プログラム

　医療サービス体制の適正化事業は市場経済への移行途上の国での医療改革に共通する重要な課題で

あり、各国が様々な形で取り組んでいる。アルメニアでの最適化プログラムは、総論としては、強硬
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的な改革を迫るものではなく、むしろ自治体の自主性のもとに段階的な変遷を促す姿勢のものである。

したがって、抜本的な体制の転換が短期的に実現するとは考えにくいが、他方、長期的には現在の医

療施設の淘汰、再編が必然的に進められるものと考えられる。最適化プログラムの各項は、従来の医

療サービス区分である外来診療、小児診療、成人診療、産婦人科ケアごとに最適化の要点が示されて

おり、換言すれば、最適化構想の出発点は、入院加療と外来診療、成人対象と小児対象を明確に区分

してきた従来の形式を踏襲するものである。また、プログラムが明確に勧告している点が病床数や施

設スペース等の削減事項であるために、あえて大幅な人員削減、すなわち医療従事者の失業問題を生

じさせて、量的な縮小に偏ったプログラムであるとの印象が残り、医療需要に対応するサービス体制

整備としての構想に欠けるとの批判が内外にある。しかし、プログラムの内容をみると、これまでの

入院／外来、成人／小児の境界線を越える概念や、病院機能の転換に関する事項も含まれ、プログラ

ムの方向は PHC、2 次、3 次の階層をなすリファーラル体制の構築を目指すものと理解される。この

意味において、同プログラムは医療サービス・システムの抜本的転換の具体的な第一歩を踏み出した

ものと位置づけられるが、実際に機能し始めるには一定の時間を要すると見られる。

表 1-5：最適化プログラム（イェレヴァン首都圏）の要点
サービス区分 主な要点 量的な

縮小

コンセプ

トの転換

新しい

体制作り

外来診療 ・施設スペースを全体で20%削減する

・小児対象と成人対象ポリクリニックを統合する

・ポリクリニックごとの担当地域を見直す

・一部ポリクリニックを家庭医学施設へ転換する

・病院での外来診療機能（専門医）を整備する

小児対象施設 ・小児対象病床数を全体で50%削減する

・総合病院を維持、充実させる

　（将来的には200～250床規模病院×3～4施設を目標とする）

・一般的な入院加療の負荷を軽減し、専門診療サービスの質を充実させる

成人対象施設 ・成人対象病床数を全体で30％削減する

・所定の診断部門に関し施設間での移設、統合を図る

・研究所、専門センターの活動報告システムを整える

産婦人科ケア ・特に稼働率の低い産科病院を総合病院等へ統合する

・産婦人科病床数を全体で1175床（公称1447床）から960床に削減する

　（ハイ・リスク妊産婦420床、一般540床（4～5施設））

・PHCレベルでの産婦人科ケアを確保する

・産婦人科サービスに関し、各地域での連携機能を整える

　最適化プログラムが目指している医療サービスと施設の関係は表 1-6 のとおりである。専門医を擁

して外来診療を提供してきたポリクリニックは、家庭医学のスタッフ（医師／看護婦等）による地域

保健医療の拠点に転化する。このために、同じ地域にある成人対象ポリクリニックと小児対象ポリク

リニックの統合や統合後のポリクリニックの担当地域の見直し等が進められている。また、専門医に

よる外来診療はポリクリニックから病院に移管されるため、これまでは入院加療専門の施設であった

病院に本格的な外来診療サービス機能が加えられる。このことは、これまでの 1 次医療を PHC サー

ビスへ転換し、同時に、外来診療と入院加療を分断しないサービス・システムを実現することである。
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　なお、病院の整理・統廃合に関しては、主に 200～500 床規模の総合病院および専門性の高い単科

病院が将来的に存続・強化が行われる方向にある。小児対象施設について具体的な病床数、施設数を

掲げて適正規模の総合病院化構想が示されているのに対し、成人対象施設は施設間の診療科目が複雑

に重複しており、専門性を軸とした移設・統合が優先的課題である。しかしながら、入院加療の負荷

の軽減、研究所等の活動報告システムについては、1999 年から 2000 年にかけて関連する法改正も行

われつつあり、各施設の現場体制が整えば、外来診療の強化、PHC への後方支援、医療統計の強化に

つながる環境へ確実な歩を進めることができる。従前の産婦人科ケアについては、小規模産院の技術

水準の低さ等の深刻な問題があるが、出生率が低下しまた母子保健指標が悪化しつつある状況におい

て、PHC サービスおよび病院機能の観点から周産期医療の改善を検討すべきであり、産科医院の総合

病院への統合、PHC レベルでのケア（妊産婦検診の充実）、地域連携の強化（産科救急）は、極めて

重要な基礎作りである。

　現在、イェレヴァン首都圏に約 40 ある施設を、開設科目数および病床規模を軸としてプロットす

ると図 1-7 に集約される。内科系および外科系の広範な診療サービスを提供している総合病院は、成

人対象で 3 施設（400~500 床規模）、小児対象施設 2 施設（150～200 床）あり、これらが最適化プロ

グラムが描く「充実した総合病院」の候補である。成人対象 3 施設のうちすでに最も総合病院として

の機能を発揮しているのはアルメニア医療センター（日本の無償資金協力実施済み）である。小児対

象 2 施設は、小児救急病院、共和国小児病院であるが、後者は民営化が検討されておりまた救急受入

機能がないため、小児救急病院が有力かつ唯一の総合病院であり、同病院の改善、強化が望まれる。

単科専門病院は、すでに小児から成人までを対象とする 5 施設、成人対象 11 施設、小児対象 5 施設

があるが、特に、成人あるいは小児のみ対象の小規模施設は総合病院に吸収されつつあり、たとえば

40 施設中で最も稼働率の低い小児神経科病院は小児救急病院に統合された。専門診療サービスの充実

という観点からは、全人口層対象の 5 施設のうち、重要疾病対策事項と関わりの大きい共和国結核病

院およびノーク感染症病院が緊急的に整備、改善が必要な重要施設である。

入院加療 外来診療

3次医療
首都圏の総合／専門病院、研究所
　専門外来診療・入院加療。

　全国の2次、PHC施設から紹介患者を受入れ総合病院、専門病院、

研究所
　入院加療のみ。
　事実上、2次と3次の区
別なし

2次医療
州病院等の地方病院
　専門外来診療・入院加療。

　PHC施設から紹介患者受入

PHC

ポリクリニック
　専門医による外来診療。
　同地域に小児、成人用の施
設が別々にあった

ポリクリニック
　地域保健医療。

　家庭医学スタッフを配置し、性別、年齢の
別なく地域住民にサービス提供

システム転換前 システム転換後

表1-6：医療サービス・システム転換と医療施設の機能
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１－１－３　社会経済状況

　アルメニアの産業はスピタク大地震で壊滅的な打撃を受け、さらに、隣国アゼルバイジャンとのナ

ゴルノ・カラバフ紛争やグルジアでの民族紛争等を背景とする経済封鎖による大きな影響を受けたが、

いずれの紛争も沈静化した結果、経済的に必要な物資は安定的に輸入されるようになっている。現在

の主たる産業は果物栽培など農業中心で、葡萄栽培によるブランデーは有名である。他に、銅、亜鉛

などの精錬、セメント生産などがあるが、エネルギー資源は他の旧ソ連諸国に依存している。同国で

は、早くから改革路線を打ち出して価格自由化、国営企業の民営化等、市場経済化に向けての改革努

力を行ってきており、これを背景にインフレも大幅に収束し、他の CIS 諸国よりも比較的早い時期に

経済成長が始まった。過去 5 年間の実質 GDP 成長率は 5％を越え順調に発展している。他方、これま

での GDP の成長の大部分は非労働集約的な、労働力の吸収力が弱い分野、企業、地域の成長に依存

しているため、大規模な雇用創出に繋がらず、必ずしも貧困削減にはプラスのインパクトを与えてい

ない。すなわち、これらの成長には限界があり、今後も持続的な成長を維持するためにはビジネス環

境の整備、民間セクターの育成、政治的安定と地域紛争の解決を図り一層の開発努力が必要とされる。

表 1-6：アルメニア国国内総生産の推移（2000 年分は予測値）

1996 1997 1998 1999 2000
実質 GDP 成長率（%） 5.9 3.3 7.2 3.3 6.0
GDP（現行レート、百万米ドル） 1,597 1,639 1,899 1,847 1,915

GDP に占める割合（%）：　　農　業
工　業

サービス業

37
33
31

32
33
35

34
31
35

29
33
39

29
35
35

１－２　無償資金協力要請の背景・経緯及び概要

　前述「国家保健制度開発改革プログラム（1996-2000 年）」の推進が財政不足等によって困難であっ

た 1999 年当時、保健医療サービス・システムの改善に関し、特に優先度の高い小児診療分野と感染

図1-7：イェレヴァン首都圏の病院と存続・強化の方向性

500

200

300

400

病
床

規
模

→

△

△
△

△△

△
△

△□

□

5 10開設科目数→

◇ ◇
◇◇

◇ ◇

◇ ◇

成人総合病院

500床規模

◆

アルメニア医療センター

（前回無償資金協力の対象施設）

◇
▲ 小児救急病院（協力対象病院）

△ 小児病院（民営化検討）

専門病院

□ 腫瘍学研究所

◇
精神科病院

■ 共和国結核病院（協力対象病院）

■ ノーク感染症病院（　　〃　　　）

小児総合病院

200床規模

整理統合の可能性が大きい

整理統合の可能性がある

□全人口対象

◇成人対象

△小児対象
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症対策の改善を図るため、小児救急病院、小児神経科病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院を対

象とし、老朽化著しいこれら病院の医療機材の整備を内容として、日本国政府に対して無償資金協力

が要請された。

　これを受けて 2000 年 10 月に予備調査が実施され、先方要請の背景や医療改革の現状等が議論、確

認された。予備調査の結果、当初要請の対象 4 病院のうち、小児神経科病院については稼働率が極め

て低く、調達機材の活用および裨益効果の観点から無償資金協力の対象としては疑問視された。

　これと相前後して、アルメニアでは保健制度最適化プログラムの採択に向けて改めて全国の医療施

設の現状調査が行われ、その結果、小児神経科病院を小児救急病院へ統合することが決定された。

　現在、同国の医療改革政策において最適化プログラムは最も重要な計画であり、また既述のとおり

存続させる施設のサービスの質の向上、社会的弱者や幼年層への良質な医療の確保および再興・新興

感染症対策の強化も強く望まれる状況にある。小児救急病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院は

最適化プログラムにおいても存続が決まり、また小児診療および新興・感染症対策が公的医療サービ

スにおける優先度も高いことを踏まえ、基本設計調査において、先方最終要請内容はこれら 3 病院の

診療科、検査部門、手術室／ICU 等で用いる機材の整備であることが改めて確認された。

１－３　我が国の援助動向

　我が国は、アルメニア政府の開発重点分野が①経済構造の基礎固め、②エネルギーセクター、③運

輸インフラの整備、④灌漑・給水システムの改善、⑤社会セクター（保健医療、教育、失業者・貧困

対策）であることを受けて、1996 年度より同国への支援を開始しており、1999 年度には、初の一般

無償資金協力である「アルメニア医療センター医療機材整備計画」を実施した。

１－４　他ドナーの援助動向

　対アルメニア保健医療セクター支援で最大のドナーは世銀であり、医療改革支援の第１回目のプロ

ジェクトとして 1998 年より「保健財政および PHC 開発プロジェクト（Health Financing and Primary

Health Care Development Project）」（総額 1,000 万米ドル）を実施している。同プロジェクトは、①PHC

強化、②保健財政システム強化、③プロジェクト管理をコンポーネントとし、国立医科大学（ State

Medical University, SMU）および国立保健研究所（National Institute of Health, NIH）での家庭医学教育

コースの設置、PHC ガイドラインの開発、家庭医学導入パイロット・プロジェクトの展開、保健業務

庁の設置、BBP（Basic Benefit Program）の策定と運用、医療財政情報システムの構築を内容とした。

　世銀では、アルメニアでの医療改革は、PHC 強化だけでなく、2 次・ 3 次サービス体制も含めたシ

ステム全体の最適化が必要であると考えており、今後 5～6 年間は保健医療システムの最適化に重点

を置いた支援を行う方針でいる。これに関連して第２回目プロジェクトが立案される予定であるが、

詳細は未定である。この他、USAID（PHC 分野）、UNICEF（母子保健分野）を始め、NGO による援

助も実施されており、また保健医療情報システム構築に関し CIDA による技術支援も予定されている。
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第２章　プロジェクトを取り巻く状況

２－１　プロジェクトの実施体制

２－１－１　組織・人員

　本計画の主管官庁は保健省で、対象 3 病院を統括して本計画の実施運営にあたる。なお、アルメニ

ア政府内での海外援助担当窓口は外務省であり交換公文締結は外務省が行う。その他銀行取極および

支払授権書、免税措置等も含め先方政府内での必要事項の調整は外務省および保健省の連携にて行う。

本計画のアルメニア側実施体制は図 2 のとおりである。

　現在、大幅な自主権が与えられている医療施設は、自治体の長が任命した院長を中心に独立採算で

施設を運営している。本計画が対象とする 3 病院のうち、総合病院である小児救急病院は小児内科系

および同外科系での幅広い専門科目を有し新生児から 18 才までの患者を受け入れ、一方、それぞれ

単科専門病院であるノーク感染症病院と共和国結核病院は小児から成人までを対象とする。 3 病院の

診療内容はそれぞれ異なるが、いずれの病院も所定の間接支援機能（滅菌室、薬局、洗濯室、厨房等）

を有し、また、施設／機材／電気／給排水の保守を行う営繕部を持つ。病院職員の資格、担当別内訳

は表 2-1 のとおりである。

表 2-1：対象病院の職員

医師 看護婦 検査技師等 営繕 その他 計

小児救急病院 65 124 30 15 88 322

ノーク感染症病院 30 81 13 8 55 187

共和国結核病院 33 98 18 9 107 265

外務省組織

人的資源部

医薬品調達部

国際関係部

母子保健部

医療ｻｰﾋﾞｽ部

衛生・防疫部

会計部

検査部

総務部

医療経済部

保健政策部次官大臣

保健省組織

外務省

保健省

小児救急病院

ﾉｰｸ感染症病院

共和国結核病院

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｻｲﾄ

中央銀行

中東部

ｱｼﾞｱ太平洋-
ｱﾌﾘｶ部

米州部

欧州部

条約部

財務部

法務部

国際機関部

政策企画部

安全保障部

広報部

経済関係部

管理部

領事部

次官大臣

関係省庁

図2：実施体制
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２－１－２　財政・予算

　近年の国家予算および保健医療予算の推移は表 2-2 のとおりで、国家予算に占める保健医療予算の

割合は 7～9％程度、2001 年度の保健医療予算は 178 億ドラム（32 百万米ドル相当。1 米ドル＝550 ド

ラム）である。医療改革の一環として 1999 年に大幅な財政改革が行われ、診療はすべて無料であっ

たソ連時代と異なり、医療施設での診療費の大部分が受益者負担とされ、国庫で賄われる診療費は特

定の階層／疾病に限られる。この国庫負担による診療費は、国の保健医療セクター予算の 7 割強にあ

たり、保健業務庁（State Health Agency, SHA）の管理下で決済される。

表 2-2：国家予算と保健医療予算の推移（単位十億ドラム）

1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年

国家予算 118.0 160.8 191.7 252.8 241.7
保健医療予算 12.3 17.7 18.1 20.3 17.8
保健省（重要疾病対策プログラム関連等） 3.7 5.5 4.8
保健業務庁（国庫負担による診療費） 14.4 14.8 13.0

　現在の社会経済情勢から診療費の受益者負担は患者にとって少なからぬ負担であるが、他方、無料

と定められていたソ連時代でも患者は医師に相応の個人的な謝礼を支払っていた実態があり、資本主

義市場経済への移行にあわせて、こうした社会的慣習を正式な医療施設への診療報酬支払いに制度化

することが受益者負担方式である。医療施設は国庫および患者からの診療費収入をもとにそれぞれ独

立採算で施設を運営しているが、保健省によれば、現状において、国庫負担による医療機関の診療費

総額は年額約 140 億ドラム（25 百万米ドル相当。1 米ドル=550 ドラム）前後であるが、患者による支

払分は少なくとも 350 億ドラム以上と考えられている。

　国庫が負担する診療費は、小児診療、産婦人科診療、感染症、慢性疾患、社会的弱者、救急医療、

公衆衛生、プライマリー・ヘルスケアのカテゴリーごとに詳細規定があり、これに基づいて、保健業

務庁から各医療施設への年間の支払上限額が設定され、各施設は症例ごとに保健業務庁へ請求を行っ

て支払を受ける。1999 年から 2000 年にかけては本制度導入にともなう混乱がみられたが、2001 年に

入って実務処理もほぼ安定し、6 月末までに医療施設から総額 52 億ドラムが請求され、これに対して

34 億ドラムが支払われている。なお、新制度での実務の混乱に加え国家予算の 2000 年度実行率が低

かったことから、1999～2000 年分の保健業務庁から医療施設への支払が約 70 億ドラム未払いになっ

ているが、保健業務庁はこれらの 40%を 2001 年中に支払うとしている。

　対象 3 病院の 2001 年分の支払上限額は、小児救急病院 95 百万ドラム、ノーク感染症病院 70 百万

ドラム、共和国結核病院 300 百万ドラムで、第３四半期までの決済状況および未払分の状況は表 2-3

のとおりである。なお、3 病院のうち、小児救急病院については上限額が 120～150 百万ドラムまで引

き上げられる予定である。これは保健業務庁が他のカテゴリーからの予算移転によって今年度の小児

診療費を増額し、同病院への支払上限を引き上げる方針でいることによる。



- 13 -

表 2-3：対象 3 病院への支払上限額および決済状況（単位：百万ドラム）

年間支払上限額

2001年初頭

請求額

1-9月

決済額

1-9月

未払額

1999、2000年

受領額

2000.9現在

小児救急病院 95* 101 38 117 8

ノーク感染症病院 70 50 24 38 5

国立結核病院 300 231 217 319 126

　　　　　　　　　　　　　　　*年間支払上限額は引き上げられる予定

　医療施設の収支の状況は、自主運営が行われるようになってからの年数が浅く関連法規の整備が完

了していないこともあり、会計の費目設定や帳簿処理が一定でなく、患者支払分の診療報酬としての

計上も施設によって取り扱いが異なる。本計画での対象 3 病院からの聴取をもとに、各病院での年間

の支出について人件費および光熱費、それ以外の支出（医薬品、入院患者の食糧、施設・機材の保守

管理等）を整理すると、表 2-4 のとおりである。表中 1999 年以降とそれ以前では、数字上は人件費・

光熱費を除く支出額が大幅に増加しているが、これは入院患者の食糧や医療消耗品の支払い方法が改

訂されたことによる。

表 2-4：対象病院の支出の状況（単位：百万ドラム）

1997年 1998年 1999年 2000年

小児救急病院 人件費、光熱費 174 161 194 136

　　〃　　　　以外の支出 41 84 504 561

支出額合計 215 245 698 697

ノーク感染症病院 人件費、光熱費 49 48 95 72

　　〃　　　　以外の支出 7 8 191 210

支出額合計 56 56 286 282

共和国結核病院 人件費、光熱費 97 138 187 175

　　〃　　　　以外の支出 58 99 220 235

支出額合計 155 237 407 410

２－１－３　技術水準

　アルメニアので医学教育は大学 6 年間（学位取得）、インターン 1 年間（一般医）、専門科研修 2～3

年（専門医）である。また看護婦／検査技師等に関しては、特に看護婦の余剰が著しいため、公立の

看護学校では学生数を減らしている。

　対象 3 病院の医師、看護婦、検査技師等の内訳は表 2-5 のとおりであるが、医師はほとんどが専門

医であり、欧米、ロシア等への留学経験者も多い。また、看護婦／検査技師等もすべて公立校で教育

を受けた有資格者である。

　人員／技術体制の観点から、本計画で調達する機材を用いての診療活動に関し人員体制／技術水準

上の問題はない。
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表 2-5：対象施設の医療従事者数

小児救急病院 診療科目等 医師 看護婦・検査技師等
新生児科 3 9
小児内科 6 17
小児外傷・整形外科 3 10
小児胸部外科 5 9
小児脳神経外科 5 9
小児一般外科 4 9
小児胃腸科 6 10
小児神経科 4 10
ICU 15 29
血液銀行 1 2
患者受付 7 10
臨床検査 4 臨床検査技師 15
放射線 1 放射線技師 4
理学療法 1 理学療法士 8
薬局 － 薬剤師 3
合計 65 155

（看護婦124）
（検査技師等30）

ノーク感染症病院 診療科目等 医師 看護婦・検査技師等
第1病棟（消化器感染症） 3 8
第2病棟（敗血症、新生児感染症） 3 8
第3病棟（肝炎） 3 8
第4病棟（赤痢） 3 8
第５病棟（成人感染症） 3 8
第6病棟（ﾏﾗﾘｱ､ｴｲｽﾞ） 3 8
ICU 3 18
診断科 3 8
患者受付 － 7
検査 6 臨床検査技師 9
放射線 － 放射線技師 2
理学療法 － 理学療法士 1
薬局 － 薬剤師 1
合計 30 94

（看護婦81）
（検査技師等13）

共和国結核病院 診療科目等 医師 看護婦・検査技師等
一般結核病棟 9 39
小児病棟 2 10
肺外結核 6 19
（整形外科・泌尿器科・婦人科）
外科 3 15
手術 － 4
診断科 1 9
患者受付 1 2
検査 8 臨床検査技師 10
放射線 3 放射線技師 3
理学療法 － 理学療法士 1
薬局 － 薬剤師 4
合計 33 116

（看護婦98）
（検査技師等18）
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２－１－４　既存の施設・機材

（１）施設・設備（３－２－３　基本設計図参照 39~41 頁）

　小児救急病院の施設は、ほぼ平坦な敷地に 5 階建ての診断棟と 9 階建ての病棟を中心に、ランドリ

ー棟、厨房棟、講義棟等が配置されている。建物は 3 病院の中で最も新しく築 20 年であるが、劣化

に対する補修が万全とは言えず手術室やランドリーの磁器タイルの剥離、病室の木製フロアーパーケ

ットの暴れ等が一部に見られる。

　ノーク感染症病院は、3 病院の中で敷地面積が最も広く南へ向かってなだらかな下り斜面となって

いる。施設構成は 2 棟（2 階建て、4 階建て）を中心に、平屋建ての小規模独立棟が樹木の中に点在

する。設立は 1956 年で 3 病院の中で最も歴史が長いが、主要 2 棟は鉄筋コンクリート造の耐久性の

ある建物で必要に応じた改修工事が行われており、他 2 病院に対して内容的な見劣りはない。しかし、

小さな独立建屋の中には老朽化が進み使用していない建物も数棟ある。

　共和国結核病院の敷地は中央部が急傾斜地であり東側部分が 10m ほど高い。3 階建ての診断・療養

棟、管理棟、サービス棟（ランドリー、機械室、車庫を含む）、細菌検査棟からなる。診断・療養棟

は、築 40 年近いが適切に維持管理されており、極度の経年劣化は見られない。ただし、手術室の磁

器タイルの剥離や病室の一部木製フロアーパーケットの暴れなどは他病院と同様の状況である。

表 2-6：対象施設の設備概要

小児救急病院 ノーク感染症病院 国立結核病院

①設立 1982年 1956年 1963年

②敷地・面積 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ市内、14,191m2 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ市内、85,000m2 ｱﾎﾞﾋﾞﾔﾝ市内、70,000m2

③建物延べ床面積 約15,500m2 約12,880m2 約14,500m2

④受電システム 変圧器400KVA×2台ﾊﾟﾗ配線 変圧器400KVA×2台ﾊﾟﾗ配線 変圧器400KVA+630KVA､

380/220V･50Hz 380/220V･50Hz 2台ﾊﾟﾗ配線。380/220V･50Hz

⑤消費電力 夏:1,600kwh/日 夏:760kwh/日 夏:2,060kwh/日

冬:6,500～7,000kwh/日 冬:3,200～4,150kwh/日 冬:2,400～2,850kwh/日

⑥非常用発電機 100KVA(主にOPT､ICUへ配電) (10年以上前から故障:約100KVA) 70KVA(主にOPT､ICU､厨房へ配電)

⑦給水システム 市水φ250､1～1.2kg/cm3 市水φ100､1.2～3.5kg/cm3 市水φ100､15kg/cm3

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送式 直結送水式 減圧送水式､消火用水(100t)

⑧消費水量 150t/日 250t/日 67t/日

⑨排水システム 市下水管に放流 市下水管に放流 市下水管に放流

⑩LPGガス消費量 ﾃﾞｰﾀなし ﾃﾞｰﾀなし 200,000m3/年

⑪ボイラー設備 故障中(10年以上未使用) 故障中(10年以上未使用) 7機のﾎﾞｲﾗｰ(熱源LPG4台ｵｲﾙ3台)

⑫暖房システム ﾎﾞｲﾗｰ故障、電熱棒をﾊﾟﾈﾙ使用 ﾎﾞｲﾗｰが故障、電熱棒を使用 ﾎﾞｲﾗｰによる温水暖房

⑬冷房システム 必要諸室にｳｲﾝﾄﾞｳｸｰﾗｰ設置 必要諸室にｳｲﾝﾄﾞｳｸｰﾗｰ設置 必要諸室にｳｲﾝﾄﾞｳｸｰﾗｰ設置

⑭昇降機設備 人荷用500kg+200kg(故障中) 人荷用500kg4台(故障中) 人荷用500kg+300kg

⑮医療ガス ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰを使用 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰを使用 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｼﾘﾝﾀﾞｰを使用

⑯廃棄処理 一般生ｺﾞﾐ:専門業者と契約 一般生ｺﾞﾐ:専門業者と契約 一般生ｺﾞﾐ:専門業者と契約

医療廃棄物:専門業者と契約 医療廃棄物:院内で焼却処理 医療廃棄物:院内で焼却処理

　表 2-6 のように、各病院の敷地規模ならびに周辺環境はそれぞれ異なるものの、3 病院ともに延べ

面積は、15,000 m2 前後である。しかし、建物および医療機材の不具合が要因となって利用していない
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諸室もあり、また、最適化プログラムに基づく病床の削減にともなって、施設内の不要スペースを整

理しつつあり、実質利用面積はこれを下回る。電気・上下水道のインフラ整備状況に著しい問題はな

く、3 病院共に電力の受電容量は 20％程度の余裕があると判断される。また、小児救急病院と共和国

結核病院はディーゼル発電機設備を有し、主に手術室や ICU の非常用電源としている。自動切替が装

備されていないため、停電時には手動切替が必要である。ノーク感染症病院は、 100KVA 容量の発電

機が 10 年以上前から故障したまま利用できない状況にある。気温が急激に下がる冬期の暖房につい

ては、共和国結核病院はボイラー 7 機を稼動してセントラルタイプの温水循環による放熱器暖房を行

っているが、他 2 病院では 10 年以上前からボイラーが機能せず、必要諸室では電熱棒を温水放熱器

に接続して暖房しているため、冬季の電力消費量が夏季の 4～5 倍となる。冷房システムは、3 病院共

に、手術室、検査室などに個別ウィンドクーラーを設置している。相対湿度が低いため、一般諸室で

は冷房設備なしで使用している。

（２）既存機材

　3 病院の現有機材は独立以前から使用している旧ソ連製のものばかりで耐用年数をはるかに過ぎて

しまっている。ほとんど更新はされておらず、一部欧米の NGO 等の人道支援で供与された機材は供

与時すでに中古であったり構成品が不完全であったものが少なくない。当然、故障や部品の欠落が多

いが、装置が非常に古いモデルであるために修理や交換部品の入手は不可能なものが多く、国内およ

び近隣に代理店がないものもある。

　老朽化著しい現有機材は診療活動の様々な面で直接・間接の問題を起こしている。小児救急病院で

は、Ｘ線撮影装置の故障のために透視撮影が行えない。透視撮影を行うべき場合でも一般撮影で代用

しているため、撮影部位を的確に特定できず、撮影のやりなおしをせざるを得ないことも多い。超音

波診断装置も非常に古く診断に十分な画像を結ばない。心電計や脳波計もチャネルの接続不良を承知

の上でどうにか使っている現状である。胃内視鏡および結腸鏡は、中古品を調達し使い始めてすでに

8 年が経過し、画像はひどく不鮮明である。救急患者や地方病院から搬送される重症患者が多いにも

かかわらず、迅速な診断を下すことが困難となっている。ノーク感染症病院でも装置の老朽化による

検査機能の低下は深刻で、特に臨床検査の面で著しい支障をきたしている。比色計、炎光光度計、凝

固計等の主な検査機器はいずれも既に耐用年数を越えており、その他の基礎的な機器も不足している。

このため、血液、尿、便、髄液等の一般的な検査も正確な値がとれずに数回にわたって検査をやり直

さねばならない場合もある。このために、地方からの紹介患者を正確な診断結果が出るまで入院させ

ねばならない等の問題を抱えている。結核病院でも、状況は他の 2 病院とほぼ同じである。結核対策

でのトップ・リファーラル施設であり、結核菌の培養も含めて的確な検査機能が求められるが、現在、

自動検査機器はなくほとんどが用手法で検査を行っている。検査環境が十分でないため、感染症病院
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同様に検査精度が危ぶまれ、診断を下すまでに必要以上の日数を費やしているのが実情である。また、

専門科、手術室および ICU で用いる処置具、手術器具等についても現有機材の老朽化は著しく、各病

院にとって必須の基礎機材も正常に稼働しないものが多い。たとえば、小児救急病院では、年間約 3000

名の入院患者のうち、先天性疾患も含めて新生児の入院が 150 件ほどあるが、インファントウォーマ

ーや保育器等、基礎的な小児科関連機器で正常に稼働するものがごくわずかである。このほか、それ

ぞれの病院で入院患者の日常的な処置に必要な器具全般に同様の傾向がみられる。また、間接支援部

門についても、滅菌器や洗濯機に故障が多く院内感染防止と清潔の確保に不安が持たれる。

２－１－５　対象施設の運営状況

　対象 3 病院はそれぞれ性格が異なり、診療科目および各科を訪れる患者の主な疾患は表 2-7 のとお

りである。小児救急病院は、小児対象医療施設のうち最も幅広いサービスを提供している総合病院で

あり、24 時間体制で救急患者も受入れている。特に小児脳神経外科および小児胸部外科は国内で同病

院のみに開設されている。現状において、年間約 3000 名の入院患者のうち 600 名はイェレヴァン首

都圏外からの紹介、2000 名は救急受入による。ノーク感染症病院は、小児救急病院と同じく入院患者

約 3000 名、うち他施設からの紹介数が 800 名であるが、国内唯一の感染症専門病院として地方病院

への支援も重要な役割であり、感染症の大流行時の当該地方への専門科緊急派遣が年間数十回にもの

ぼる。同じく共和国結核病院も結核対策プログラムの要であり、全国 10 カ所の結核診療所に対する

指導的立場にある。また、同国での結核対策プログラムは新規肺結核患者を入院させて初期強化治療

を行っており、2000 年度の新規患者約 1400 名のうち 900 名は同病院が受け入れている。

表 2-7：対象 3 病院の診療科目と患者の主な疾患

病院名 診療科目 主な疾患

小児救急病院 新生児科 敗血症､高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症､未熟児､新生児肺炎､ｳｲﾙｽ感染症､周産期脳症､水頭

症､先天性疾患等

小児内科 ﾘｳﾏﾁ性疾患､慢性扁桃腺炎､関節炎､心炎､ｳｲﾙｽ感染症､呼吸器疾患､気管支

炎､肺炎､胸膜炎､貧血､萎縮､けいれん､敗血症等

小児消化器内科 潰瘍､吸収不全､食道炎､食道の先天疾患､胃炎､十二指腸炎､肝炎､胆のう炎､

胆管炎､門脈圧亢進症､膵炎､腸炎､大腸炎等

小児神経科 てんかん､髄膜炎､先天性疾患､単神経炎､脳炎､機能性疾患､多発性神経炎等

小児脳神経外科 外傷(脊髄､挫傷､血腫､全く不明､陥没骨折､腫瘍(脳)､水頭症､膿瘍､奇形､て

んかん､脳包虫症､末梢神経系の腫瘍と外傷等

小児胸部外科 肺炎(合併症を有する)､食道/気道内異物､胸部外傷､肺包虫症､腫瘍(悪性)､熱

傷(食道の化学熱傷)､食道閉鎖､肺嚢胞症､骨髄炎等

小児整形・外傷科 単純骨折､複雑骨折､外傷等

小児ICU 未熟児､脳外科手術後等

小児一般外科 先天性奇形(幽門狭窄)等

ノーク感染症病院 感染症科、

小児感染症科

消化器感染症､ｻﾙﾓﾈﾗ菌感染症､急性呼吸器感染症､ｼﾞﾌﾃﾘｱ､敗血症､髄膜炎菌

感染症､ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症等

共和国結核病院 結核、小児結核 胸腔内ﾘﾝﾊﾟ節結核､初感染結核､結核性胸膜炎､病巣性肺結核､粟粒結核､結

核性髄膜炎等



- 18 -

　対象 3 病院は、それぞれ最適化プログラムに先行して病床数の適正化に取り組んでおり、1999 年で

小児救急病院 360 床、ノーク感染症病院 350 床、共和国結核病院 500 床であった病床数を、2001 年初

頭までにそれぞれ 262 床、278 床、365 床まで削減している。最適化プログラムが勧告する適正病床

数に基づけば、小児救急病院はさらに 50 床程度の削減が行われるものと考えられるが、他の 2 病院

はすでに適正病床数までの削減は終了した状況といえる。表 2-8 のとおり、3 病院の 2000 年の病床利

用率は、それぞれ 33%、41%、60%であった。特に、2000 年から 2001 年にかけて大幅な病床数削減

を行った共和国結核病院では、病院全体としては大きく病床利用率があがると考えられるものの、病

棟別の病床設定を改善する余地が大きいと判断される。

表 2-8：対象病院の入院統計（2000 年）

小児救急病院

病床数 入院患者数 平均在院日数 病床利用率（％） 2001年での変更

新生児科 20 258 13.8 44.2

小児内科 50 784 7.3 31.5

小児消化器内科 20 218 12.2 35.9

小児神経科 30 452 11.4 48.2

小児脳神経外科 30 337 9.1 28.6

小児胸部外科 30 292 9.5 25.4

小児整形・外傷科 30 307 13.4 47.7

小児一般外科 40 436 5.9 20.6

小児ICU 12 665 3.1 47.0

全体 262 3,749 8.5 33.2

病床数に変更は

ない。

ノーク感染症病院

病床数 入院患者数 平均在院日数 病床利用率（％） 2001年での変更

第１病棟 消化器感染症 40 377 13.3 34.4

第２病棟 敗血症・新生児感染症 40 356 12.9 31.5

第３病棟 肝炎 35 402 12 37.8

第４病棟 赤痢 35 447 10.9 38.1

第５病棟 成人感染症 25 469 11 56.5

第６病棟 マラリア・エイズ 60 619 21 59.4

診断科 45 441 11.5 30.9

ICU 18 310 6.5 30.7

全体 298 3,421 13.0 41.0

（診断科病床を25

床に削減）

　　278床

共和国結核病院

2001年での変更

2000年 病床総数を365床に削減し、病棟構成も改めた。

（下記統計は1～9月分）

病床数 入院

患者数

平均在

院日数

病床利用

率（％）

病床数 入院

患者数

平均在

院日数

病床利用

率（％）

一般結核病棟 300 1045 64 60.8 一般結核病棟 180 917 61.6 116.3

外科病棟

（含むICU）

60 415 57 113.3 外科病棟 60 236 43.0 62.9

小児病棟 60 79 56 20.4 小児病棟 25 66 40.8 39.9

整形外科 40 133 61 55.9

泌尿器科 40 86 63 36.8

肺外結核科 60 151 59.9 55.9

診断科 一般病棟、小児病棟に含まれる 診断科 40 570 17.9 79.8

合計 500 1,758 62.2 59.9 365 1940 44.9 88.3
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２－２　プロジェクト・サイト及び周辺の状況

２－２－１　関連インフラの整備状況

　対象 3 病院はイェレヴァンおよび近郊に所在し、道路交通事情等のアクセスには問題はない。小児

救急病院は、イェレヴァン市内の南西に位置し、市電道路（幅員約 35ｍ）より１街区奥に入るがアク

セスは良好である。また、感染症病院はイェレヴァン市中心部よりほぼ西方の小高い丘の住宅地に位

置し、市中心より車で 10 分程度の距離である。共和国結核病院はイェレヴァン市に隣接するアボビ

アン市にあり、イェレヴァン市から車で約 30 分程度の距離であるが、イェレヴァン市内と同じく道

路事情に問題はない。

　また、これら地域での近年における電力供給事情も良好で、停電はほとんどなく電圧・周波数もと

もに安定している。なお、医療施設に対する電力供給については緊急時の対応に一定の配慮がなされ

ており、3 病院共に 2 系統の電力線からの供給を受けている。病院側の設備も変圧器を 2 台備えたパ

ラレル受配電となっているため、一方が停止しても他方の供給ラインから 2 台の変圧器をシンクロナ

イズさせた受配電が可能な安全設計となっている。

　給水に関しては、3 病院共に市の管理する給水管からの供給を受けている。水源は同一であるが、

浄水場施設はイェレヴァン市とアボビヤン市で異なる。いずれも浄水直後の水質は良質な軟水で年間

を通して変化はない。しかし、市の地中埋設給水管は老朽化が進んでおり、希にではあるが、濾水部

分の修理盛変え工事等により長時間の断水や給水復帰直後の汚泥水混入が起こり得る。排水システム

は、3 病院共に市の下水管に汚水、雑排水合流による直接放流である。

２－２－２　自然条件

　アルメニアの国土のほとんどは標高 800～2000m の高原で北東部は火山活動で生じたアルメニア山

塊となり地震の多発地帯として知られる。気候は、国土が狭いものの地形が複雑であるため変化に富

み、乾燥亜熱帯性、乾燥大陸性、乾燥暖帯性、温帯性、冷山地性、高山性に分類される。本計画対象

施設が所在するイェレヴァン首都圏は乾燥大陸性に属し、標高 1000 前後の緩やかな起伏のある高原

地帯である。月平均気温が 8 月 25℃、1 月-5℃で、年間平均降雨量は 280mm 程度である。日本の無

償資金協力による本計画の実施に関し、自然条件が計画機材および実施工程に与える影響はほとんど

考えられず特に問題はない。



第３章　プロジェクトの内容
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第３章　プロジェクトの内容

３－１　プロジェクトの概要

　アルメニアの保健医療セクターは、現在、重大な分かれ道に立っている。社会システムの大きな変

革が求められる移行経済下にあって、医療改革の推進は必須であり、供給過剰なサービス体制の適正

化事業が極めて重要である。しかし、その過程において、最適化が量的な縮小のみに終始すれば、保

健医療サービスの質の改善が果たされず国民の健康は大きく損なわれる。特に、所得の低下や生活環

境の悪化によって最も影響を受けやすい人口層、すなわち社会的弱者、母子、小児等の健康は、すで

に悪化に向かいつつある。保健医療サービス体制の適正化事業は、これらの人口層に対するサービス

の質とアクセスを維持・改善しつつ進められねばならない。

　本計画が対象とする小児救急病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院は、公的医療サービスにお

いて特に優先度の高い小児診療および新興・再興感染症対策のための重要施設であり、最適化計画で

も存続が決まり機能強化が求められている。換言すれば、これら 3 病院は第三次の専門医療の要とな

る病院であり、同時に、幼年層および社会的弱者への良質な医療サービスの提供に極めて重要な役割

を持つ。

　小児救急病院は、小児対象公的医療施設のうち最も幅広いサービスを提供している総合病院であり、

国内唯一の小児脳神経外科および小児胸部外科も含め、小児診療のリファーラル施設としての責務は

極めて重い。また、小児対象総合病院で救急患者受入が 24 時間体制であるのも同病院のみである。

ノーク感染症病院は国内唯一の感染症専門病院であり、通常の診療活動に加えて、局地的流行が起き

た場合に当該地方の医療施設が迅速かつ的確な診断／治療を行えるよう支援する等、感染症対策での

指導的な立場にある。また、共和国結核病院は結核対策プログラムの要であり、結核患者の治療を行

うとともに各地の結核診療所へのリファレンス・ラボ（結核菌培養検査）の機能を果たしている。こ

れら 3 病院のサービスの質の向上は、アルメニア医療改革政策上の急務である。

　極度に細分化された医療施設、過剰な病院や医師数、医療従事者数といったサービスの供給過剰と

質の低下、受益者の病院離れ等の問題を抱える現状の下、最適化プログラムにしたがって対象 3 病院

でも病床数等の適正化が進められつつある。かかる状況下、本計画は対象 3 病院の現在低下している

診療活動機能を回復してサービスの質を改善することをプロジェクト目標とし、その結果としてイェ

レヴァン首都圏での小児診療および感染症対策が向上することを上位目標とする。

上記目標を達成するためには、基礎的な医療機材の整備、医療機材の維持管理体制の構築、病院ス

タッフの運営能力の向上が必要であり、日本の無償資金協力事業により医療機材の整備を行うととも

に、アルメニア側により対象 3 病院における医療機材の保守管理台帳／機材点検表を用いた維持管理

システムの構築、院内の専門科別・職種別スタッフにより構成されたカンファレンス・システムの導

入等による運営管理体制の強化が行われる予定である。
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３－２　協力対象事業の基本設計

３－２－１　設計方針

（１）対象範囲に関する方針

　アルメニア医療改革政策における対象 3 病院の位置づけと保健制度最適化プログラムの方向性を踏

まえ、各病院ごとに以下を基本方針として各部門で用いる医療機材の整備を行うものとする。

小児救急病院　　　広範な小児系専門診療と常時対応可能な救急機能を整えるべき施設であることを

踏まえ、小児系診療科とその診療を支える以下の部門を協力対象範囲とする。

　［病棟］ 新生児科、乳児科、一般外科、胸部外科、外傷・整形外科、脳神経外科

　［検査諸室］ 放射線室、超音波診断室、生理機能検査室、脳波検査室、

内視鏡検査室、中央検査室

　［特別な治療室］ 手術室、ICU

　［間接支援部門］ 滅菌室、血液銀行、洗濯室、患者受付、霊安室

ノーク感染症病院　一般的な感染症の診断、内科的治療と切開排膿程度の外科的治療、およびその診

療を支える以下の部門を協力対象範囲とする。

　［病棟］ 第１～６病棟、隔離棟（診断科）

　［検査諸室］ 放射線室、超音波診断室、中央検査部門

　［特別な治療室］ 小手術室、ICU

　［間接支援部門］ 滅菌室、薬局、洗濯室、患者受付、霊安室

共和国結核病院　　肺結核の他に各種肺外結核の確実な診断、化学療法および外科的治療、およびそ

の診療を支える部門を協力対象範囲とする。

　［病棟］ 一般結核病棟、小児病棟、肺外結核科病棟

　［検査諸室］ 放射線室、臨床検査室（一般・細菌・生化学）、内視鏡検査室

　［特別な治療室］ 手術室、ICU

　［間接支援部門］ 滅菌室、薬局、洗濯室

　なお、先方要請のうち、歯科については、小児救急病院にはこれまで同専門科が開設されておらず、

また、他の 2 病院では裨益効果が限定されるため本計画の対象範囲外とした。同じく、ノーク感染症

病院会計課は診療に直接関係しないため本計画の対象外とした。

（２）機材選定に関する方針

　アルメニア側からの要請内容に対し、上記基本方針とあわせて、保健医療財政事情、対象病院の維

持管理能力を考慮し、以下を優先および削除の方針として機材を計画した。
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　削除の原則 ア．維持管理コストが著しく大きい機材

イ．消耗品調達が極めて困難な機材

ウ．診療実績・技術水準に不釣り合いな機材

エ．対象病院の社会的位置づけと合致しない機材

オ．裨益効果が限られる機材

カ．用途が適切でない機材

キ．施設環境が合致しない機材

　優先の原則 ク．現在保有し日常的に使用されるべき機材のうち、老朽化が著しいもの

ケ．現在保有し日常的に使用されている機材のうち、数量が不足しているもの

コ．対象部門が診療機能を維持・改善する上で不可欠であるもの

　なお、計画機材のうち、他の装置の構成品であるものは計画機材リスト上の項目としては除外した。

また、同一装置で配置先によって異なる仕様の製品を調達すべきものは、機材名称および番号に A、

B を付して区別する。

（３）数量設定の方針

　先方最終要請内容に対し、本計画で調達することが適切と判断された機材について、現状での使用

頻度、更新あるいは追加の必要が認められる現有機材の台数、患者数・処置数・検査数・手術数を参

考として、各機材項目の数量を決定した。

（４）機材の仕様、グレードに関する方針

　計画機材の仕様は、現在日常的に使用されている水準に合致したものを原則とし、特に、消耗品の

安定供給が必須である検査機器等については、装置の維持経費がなるべく小さい種類とした。

（５）代理店条件等について

　計画機材に関し、代理店による技術サービスおよび消耗品の供給を必須とする機材については、ア

ルメニアあるいは近隣国に製造業者の代理店が所在することを調達の条件とするべく、所定の市場調

査を実施した。

（６）先方負担工事について

　計画機材の据付作業に先立って、①既存機材の撤去、②搬入路および据付に必要なスペースの確保、

③１次側設備（電気、給排水等）の整備、④据付予定場所の整備は先方負担にて行うものとした。詳

細は「３－３　相手国側負担事業の概要」のとおり。
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３－２－２　基本計画

（１）対象病院別検討

（ア）小児救急病院

病棟：

　先方最終要請として確認されたものは、新生児科病棟（20 床）および乳児科病棟（総合内科 50 床

のうち 20 床）で用いる小児科関連機器 10 項目、各病棟に必要不可欠な吸引器、脳神経外科で用いる

眼底鏡の計 12 項目である。特に、新生児科、乳児科については、年間の入院患者がそれぞれ 260 名、

450 名、病床利用率は両科とも約 45%（2000 年）であるが、インファントウォーマーや保育器等の基

礎的な小児科関連機器で正常に稼働するものはほとんどない。したがって、適切かつ効率的な患児の

ケアが行える環境をそれぞれ各 1 室確保する方針で、先方要請項目に対し、老朽化機材の更新および

不足分の追加を主眼として計画数量を決定した。また使用頻度が高い吸引器は各病棟に 1 台とした。

病棟機材の要請と計画

要　請 計　画

No. 機材名

新
生
児
科

乳
児
科

一
般
外
科

胸
部
外
科

外
傷
・
整
形
外
科

脳
神
経
外
科

新
生
児
科

乳
児
科

一
般
外
科

胸
部
外
科

外
傷
・
整
形
外
科

脳
神
経
外
科

40 保育器 4 4

41 インファントウォーマー 2 2 2 2

42 輸液ポンプ 2 2

62 酸素濃縮器 2 2

72 患者監視装置 1 1

74 光線治療器 1 1

77 パルスオキシメータ 2 2

88 シリンジポンプ 2 2

91 超音波ネブライザー 1 1

100 体重計、新生児用 2 1 2 1

86 吸引器 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

70 眼底鏡 1 1

検査諸室：

　画像診断、生理機能検査、内視鏡検査について、要請されたＸ線撮影装置、超音波診断装置、心電

計、脳波計、結腸内視鏡、胃内視鏡等は、現在保有する装置はいずれも正常に稼働する状態ではなく、

故障がちなものをどうにか使っている状況であり、早急な更新が必要である。現在の検査数が、たと

えば、X 線撮影が約 15 枚／日、超音波診断は腹胸部検査が年間 1,500 件程度、内視鏡検査は年間の患

者数約 1,000 人であることから、これら診断機器各 1 台を更新し、あわせてＸ線防護エプロンや内視

鏡用消毒器等の必須の周辺機器を調達する。また、Ｘ線撮影フィルムは手現像を行っているために現
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像の仕上がりにばらつきがあり、画像精度を保つには自動現像装置を用いることが望ましいと考えら

れ、簡便な種類の装置 1 台を導入する。なお、本計画では歯科を対象外としており、したがって歯科

用放射線装置は計画機材から除外する。

検査諸室機材の要請と計画／１　（画像診断、生理機能検査、内視鏡検査）

要　請 計　画

No. 機材名

放
射
線
室

超
音
波
診
断
室

生
理
機
能
検
査
室

脳
波
検
査
室

内
視
鏡
検
査
室

放
射
線
室

超
音
波
診
断
室

生
理
機
能
検
査
室

脳
波
検
査
室

内
視
鏡
検
査
室

105-A Ｘ線撮影装置 1 1

102 自動現像器 1 1

103-A シャウカステン A 3 2

104 防護エプロン 5 4

93 超音波診断装置、ドップラー付き 1 1

26 心電計 1 1

27 脳波計 1 1

84 スパイロメーター 1 1

18 結腸内視鏡 1 1

33 胃内視鏡 1 1

23 消毒器 1 1

吸引器、内視鏡用 1 結腸内視鏡の構成に含む

歯科用放射線装置 1 歯科は対象外

　同病院では、これまで診断棟の 2 階および 3 階に分散していた検査室を集約して、中央検査室機能

の効率化を図りつつある。精度の高い検査活動の維持には、諸室配置だけでなく検査コストの効率性

も重要である。先方最終要請はいずれも検査活動に必須な装置であるが、全 16 項目のうち、病院側

が自動化装置を希望していた細菌同定用検査器具、生化学検査器具、肝炎検査器具、免疫検査器具に

ついては、現状の検体数からはより簡便な装置を使用して不要な検査コスト増を防ぐべきと判断され

る。病院側とも協議の上、これらの検査は、分光光度計、屈折計、ピペットセット等を用いるものと

した。また、血液ガスや電解質の分析は病院の検査機能として必要不可欠であり、先方からは血液ガ

ス分析装置、電解質分析装置それぞれが要請されていたが、市販されている血液ガス分析装置には電

解質も分析可能な機種があり、当該装置 1 台を用いる方が検査コストをより小さくできる。したがっ

て、本計画で調達する血液ガス分析装置は、血液ガス（酸素分圧／炭酸ガス分圧／pH）および電解質

（ナトリウム／カリウム／クロール）を測定できる仕様とし、機材項目としての電解質分析装置は削

除した。
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検査諸室機材の要請と計画／２　（臨床検査）

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

10 血液ガス分析装置 1 1 14 遠心器 5 5

81 分光光度計 2 2 97 恒温水槽 1 1

9 血球分類カウンター 2 2 7 オートクレーブ、縦型 1 1

57 顕微鏡、双眼 3 3 37 乾熱滅菌器 5 5

16 凝固計 1 1 79-A 冷蔵庫 A 3 3

8 ビリルビンメータ 2 2 電解質分析装置 1 血液ガス分析装置に含める

36 ヘマトクリット遠心器 2 2 細菌同定用検査器具 1 より低コスト検査法にする

78 屈折計 1 1 生化学検査器具 2 　〃

39 恒温器 3 3 肝炎検査器具 1 　〃

1 電子天秤 2 2 免疫検査器具 1 　〃

56 ピペットセット 4 4

手術室および ICU：

　手術室 4 室のうち現在使用されているのは 3 室（一般、整形外科、脳外科）であるが、病院側は、

当初残る 1 室（小手術室）を内視鏡手術室として利用再開することを希望していた。しかし、年間の

手術件数が約 1,800 件程度であるため、緊急手術への対応や脳外科手術での清潔度の維持を考慮して

も 3 室で十分と判断される。したがって、手術台、無影灯、麻酔器、電気メス等の主要機材はこれら

3 室に各 1 台を計画し、4 室目の利用を前提に要請されていた移動式無影灯は除外した。また、手術

内容によって異なる手術器具に関しては、脳外科用手術顕微鏡や手術用内視鏡（気管支鏡、関節鏡、

腹腔鏡・胸腔鏡）は各 1 台、滅菌時間を考慮すべき手術器具セット等は各 2 セットとする。なお、超

音波手術装置は、同病院の技術水準に不適切と判断されたため除外した。手術室で用いるＣアーム型

Ｘ線撮影装置、除細動器等は 3 室で共用できるため各 1 台とした。また、各 1 台づつ要請されていた

腹腔鏡、胸腔鏡は両者を統合してひとつのセット項目とした。

手術室機材の要請と計画

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

67 手術台、一般用 1 1 12 気管支鏡、軟性 2 1

68 手術台、神経外科用 1 1 13 気管支鏡、硬性 1 1

69-A 手術台、整形外科用 A 1 1 4 関節鏡 1 1

63 無影灯 3 3 54 腹腔鏡、胸腔鏡セット 1 1

無影灯、移動式 1 除外 腹腔鏡 1 胸腔鏡とセットにする

2 麻酔器、人工呼吸器付き 4 3 23 消毒器 1 1

28 電気メス 3 3 66 手術用顕微鏡 1 1

72 患者監視装置 3 3 22 除細動器 1 1

86 吸引器 3 3 106 Ｘ線撮影装置、Ｃアーム 1 1

超音波手術装置 1 技術的に不適 104 防護エプロン 5 5

45 一般手術器具セット 2 2 103-A シャウカステン A 3 2

48 神経外科手術器具セット 2 2 3 駆血帯、電動式 1 1

49 整形外科手術器具セット 2 2 29 挿管セット 0 1

50 形成外科手術器具セット 2 2 35 保温マットレス 2 1

44 気管支/肺縫合セット 2 2 88 シリンジポンプ 2 2
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　同病院の ICU は、主な機能は 2 階部に集中し、術後観察室、処置室、新生児 ICU が 4 階部にある。

これら全体で 12 床（保育器を除く）、年間病床占有率が約 50%であるため、計画機材は実質 6 床規模

の ICU を想定して、ベッドサイドで用いる患者監視装置、人工呼吸器、吸引器、輸液ポンプを各6 台、

新生児の集中治療に必須な保育器、インファントウォーマー各 2 台を中心とする機材構成とした。保

育器は 4 台を 2 階の治療室（4 床）に、2 台を 4 階術後観察室に、インファントウォーマーは 2 階新

生児病室および 4 階新生児 ICU に 1 台づつ配置する。なお、人工呼吸器は、小児と新生児では換気量

や呼吸数等の設定範囲が異なるため、6 台のうち 2 台は新生児用の機種を調達する。心電計、除細動

器、移動式Ｘ線撮影装置は、患者数から全体で共用可能と判断されるため各 1 台とする。なお、ICU

内の処置室で用いるとして要請された麻酔器は、当該室での処置に全身麻酔は不要であるため除外し

た。また、新生児の手術・処置時の保温に用いるマットレスも集中治療には不要であるため除外した。

ICU 機材の要請と計画

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

72 患者監視装置 6 6 107 Ｘ線撮影装置、移動式 1 1

42 輸液ポンプ 6 6 22 除細動器 1 1

86 吸引器 6 6 26 心電計 1 1

94 人工呼吸器 4 4 29 挿管セット 1 1

95 人工呼吸器、新生児用 2 2 保温マットレス 1 不要

88 シリンジポンプ 2 2 100 体重計、新生児用 2 2

40 保育器 2 2 麻酔器 1 不要

41 インファントウォーマー 2 2

間接支援部門：

　病院の診療活動を支える支援部門として、滅菌室、血液銀行、洗濯室、外来受付、霊安室を対象に

以下の機材を計画する。

間接支援部門機材の要請と計画

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

滅菌室 5 オートクレーブ 3 3 外来受付 86 吸引器 1 1

37 乾熱滅菌器 2 2 103-B シャウカステン B 1 1

血液銀行 80 血液冷蔵庫 1 1 霊安室 60 遺体冷蔵庫 1 1

75 血漿冷凍庫 1 1 59 ミクロトーム 1 1

71 パラフィンバス 1 1

洗濯室 96 洗濯機、脱水器付 2 2 89 自動包埋装置 1 1

53 アイロン 2 1 57 顕微鏡、双眼 1 1

解剖器具セット 1 先方が調達
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（イ）ノーク感染症病院

病棟：

　同病院の病棟（全 260 床、ICU を除く）は疾病別に患者が収容されており、第１病棟／消化器感染

症（40 床）、第２病棟／敗血症・新生児感染症（40 床）、第３病棟／肝炎（35 床）、第４病棟／赤痢（35

床）、第５病棟／成人感染症（25 床）、第６病棟／マラリア・エイズ（60 床）、診断科（20 床）で構成

される。先方要請内容は極めて基礎的な病棟機材であるが、このうち、ベッドは先方自助努力にて調

達するものとした。また、小さな平屋建物の集合体である第６病棟に 1 台要請されたストレッチャー

は、通路の補修が出来ておらず移動が困難なため使用が不適切と考えられ除外した。なお、第１病棟

／消化器感染症および第２病棟／敗血症・新生児感染症で要請された保育器は、第１病棟へ収容され

る乳児は下痢症が多く保育器の使用は適切ではないと判断されるため、第２病棟のみに調達する。同

じく第１病棟への吸引器は除外する。

病棟機材の要請と計画

要　請 計　画

No. 機材名

第
１
病
棟

第
２
病
棟

第
３
病
棟

第
４
病
棟

第
５
病
棟

第
６
病
棟

隔
離
棟

第
１
病
棟

第
２
病
棟

第
３
病
棟

第
４
病
棟

第
５
病
棟

第
６
病
棟

隔
離
棟

103-A シャウカステン A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

86 吸引器 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2

87 低圧持続吸引器 1 1

26 心電計 1 1

98 体重計、成人用 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1

99 体重計、乳児用 2 2 1 2 2 1

100 体重計、新生児用 1 1

91 超音波ネブライザー 3 2

40 保育器 2 1 3

42 輸液ポンプ 2 2 2 3 2 2 2 3

101 車椅子 1 1

ストレッチャー 1 不適切

ベッド、小児用 3 先方が調達

ベッド、成人用 4 1 　〃

検査諸室：

　臨床検査は、細菌培養検査 17,000 件／年、血液検査（一般／血沈／凝固等）18,500 件／年、生化学

検査（ビリルビン、トランスアミラーゼ、C 反応性蛋白等）7,000 件／年程度行っているが、使用し

ている検査機器はいずれも既に耐用年数を越えており早急な更新が必要である。血液ガス分析装置、

分光光度計、凝固計等の検査機器を以下のとおり調達する。なお、小児救急病院の場合と同じく、血

液ガス分析装置を電解質も測定可能な仕様とし、電解質分析装置は除外する。病院では、主要棟の 1

階を改修して、これまで小規模平屋棟に分散していた各検査室を中央検査部門として集約した。した

がって、電子天秤、縦型オートクレーブ、冷蔵庫は全検査諸室で共用するものとして計画した。また、

要請機材のうちガラス器具洗浄機およびコンピュータは、全体の検査数から現在の活動規模では導入

の必要はないと判断されたため除外した。
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検査諸室機材の要請と計画／１　臨床検査

要　請 計　画

No. 機材名

検
査
室
・
共
用

一
般
検
査
室

細
菌
検
査
室

血
清
検
査
室

生
化
学
検
査
室

検
査
室
・
共
用

一
般
検
査
室

細
菌
検
査
室

血
清
検
査
室

生
化
学
検
査
室

10 血液ガス分析装置 1 1

電解質分析装置 1 血液ガス分析装置に含める

81 分光光度計 1 1

16 凝固計 1 1

57 顕微鏡、双眼 2 2 2 2 2 2 1

19 カロリメータ 1 1 1 1

9 血球分類カウンター 1 1

36 ヘマトクリット遠心器 1 1

56 ピペットセット 1 1 1 1

14 遠心器 1 1 1 1 1 1

39 恒温器 2 1 1 2 1 1

15 炭酸ガス恒温器 1 1

97 恒温水槽 1 1

25 ドラフトチャンバー 1 1

24 蒸留器 1 1 1 1

37 乾熱滅菌器 1 1 1 1

1 電子天秤 1 1

7 オートクレーブ、縦型 2 2

79-B 冷蔵庫 B 1 1

ガラス器具洗浄器 1 不要

コンピュータ、プリンタ付き 1 〃

　Ｘ線撮影は、腹胸部および骨／関節等年間約 1,500 枚の撮影を行っているが、装置は 20 年以上使用

のもので既にスペアパーツも供給されていない。超音波診断も、腹水の有無や甲状腺肥大等を診断す

るために約 2,500 件／年の検査を行っているが、やはり装置の老朽化は著しい。本計画ではこれら各

1 台を更新するが、先方要請のうち、歯科用放射線装置および携帯型超音波診断装置は除外する。な

お、同病院へ調達するＸ線撮影装置は、撮影数および配置スペースを考慮し、管球、撮影台は一般撮

影と透視撮影に両用できる機種とし、リスト上の機材名称をＸ線撮影装置Ｂとして他と区別した。

検査諸室機材の要請と計画／２　放射線、超音波診断

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

105-B Ｘ線撮影装置 B 1 1 92 超音波診断装置 1 1

102 自動現像器 1 1 超音波診断装置、携帯型 1 不要

104 防護エプロン 3 2

歯科用放射線装置 1 対象外

小手術室および ICU：

　同病院で必要な外科的治療は切開排膿程度であるものの、小手術室の器具は不十分極まりなく、木

製テーブルに防水シートを被せて手術台として使用している。本計画では手術台および無影灯を更新

する。しかし、手術内容から全身麻酔の頻度が少なく先方要請の麻酔器は不要と判断されるため除外
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する。また、重篤な脱水、敗血症、髄膜炎などで重度のショックを起こした場合に備えて ICU が設け

られているが、現有機材は過去の欧米の NGO 等からの人道援助等で供与された中古品が多く、古い

だけでなくこれ以上の修理は不可能である。本計画では、このうち必要最低限の機器を配置する。な

お、喉頭鏡は挿管セットに含め、ベッドは病棟分と同じく先方自助努力にて調達とした。車椅子は ICU

での使用は不適切であるため除外した。

小手術室およびＩＣＵ機材の要請と計画

要　請 計　画 要　請 計　画

No. 機材名

小
手
術
室

Ｉ
Ｃ
Ｕ

小
手
術
室

Ｉ
Ｃ
Ｕ

No. 機材名

小
手
術
室

Ｉ
Ｃ
Ｕ

小
手
術
室

Ｉ
Ｃ
Ｕ

67 手術台、一般用 1 1 90 処置台 1 1

64 無影灯、シングル 1 1 22 除細動器 1 1

麻酔器 1 不要 26 心電計 1 1

72 患者監視装置 3 3 29 挿管セット 1 1

86 吸引器 3 3 62 酸素濃縮器 1 1

87 低圧持続吸引器 1 1 85 ストレッチャー 1 1

94 人工呼吸器 2 2 99 体重計、乳児用 4 4

30 診察灯 2 2 103-A シャウカステンA 1 1

88 シリンジポンプ 2 2 喉頭鏡、小児用 1 挿管セットに含む

42 輸液ポンプ 4 4 ベッド、成人用 1 先方が調達

41 インファントウォーマー 2 2 ベッド、小児用 5 　〃

40 保育器 1 1 車椅子 1 不要

間接支援部門：

　滅菌室、薬局、洗濯室、外来受付、霊安室を対象に以下の機材を計画する。

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

滅菌室 5 オートクレーブ 1 1 外来受付 30 診察灯 1 1

37 乾熱滅菌器 1 1 98 体重計、成人用 1 1

救急車 1 不要

薬局 1 電子天秤 1 1 身長計 1 先方調達

6 オートクレーブ、製剤用 1 1

24 蒸留器 2 1 霊安室 60 遺体冷蔵庫 1 1

79-B 冷蔵庫 B 1 1 リフト、遺体用 1 不要

無影灯、移動式 1 設備不十分

洗濯室 96 洗濯機、脱水器付き 2 2 解剖台 1 　〃

53 アイロン 1 1 解剖器具セット 1 　〃

乾燥機 2 不要

　なお、先方要請のうち、解剖関連機材は霊安室の設備条件が不十分であるため本計画からは除外し

た。また、感染症の大流行時の専門家派遣用として要請された救急車は、通常の乗用車で十分対処可

能であるため本計画からは除外した。
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（ウ）共和国結核病院

病棟：

　同病院では病床数の削減はほぼ終了して院内の整備が進みつつあるが、本計画では、一般肺結核病

棟、小児病棟、外科病棟（肺結核患者が肺葉切除や肺部分切除等の前後に入院）、肺外結核科病棟を

対象に基礎的な機材を調達する。一般結核病棟、小児病棟については、診察台、診察灯、穿刺セット、

ストレッチャー等の各階の処置室で日常的に使用する機材を調達し、外科、整形外科、泌尿器科、婦

人科は各専門科での処置具を中心に計画する。なお、先方要請のうち、レゼクトスコープは膀胱鏡の

構成品とし、喉頭鏡と蘇生バッグは他施設の場合と同じく挿管セットに含めた。また、軟性膀胱鏡に

関しては、要請理由である腎臓の診断を当該装置で行う場合、施術者の手技に大きく依存するが、同

病院では実績がなく、また需要もそれほど多くないことから本計画からは除外した。

病棟機材の要請と計画

要　請 計　画

肺外結核病棟 肺外結核病棟

No. 機材名

一
般
結
核
病
棟

小
児
病
棟

外
科 整

形
外
科

泌
尿
器
科

婦
人
科

一
般
結
核
病
棟

小
児
病
棟

外
科 整

形
外
科

泌
尿
器
科

婦
人
科

31 診察台 1 1
90 処置台 1 1 1 1
32 婦人科診察台 1 1
30 診察灯 1 1 1 1 1 1
65 無影灯、移動式 1 1 1 1
103-A シャウカステン A 1 1 1 1
76 胸腔穿刺セット 15 5 10 15 5 10
55 腰椎穿刺セット 2 2
20 コルポスコープ 1 1
17 焼杓器 1 1
34 ギプスカッター 1 1
21 膀胱鏡 1 1

レゼクトスコープ 1 膀胱鏡の構成に含める

膀胱鏡、軟性 1 除外

86 吸引器 1 1 1 1 1 1
87 低圧持続吸引器 3 1 3 1
82 血圧計 4 1 1 1 3 1 1 1
83 血圧計、小児用 2 2
29 挿管セット 1 1 1 1

喉頭鏡 1 挿管セットに含める

蘇生バッグ 1 1 　〃

85 ストレッチャー 4 1 1 1 3 1 1 1
101 車椅子 4 1 1 3 1 1
43 器械戸棚 1 1 1 1 1 1

呼吸訓練器 1 除外

検査諸室：

　本計画では放射線検査、臨床検査、内視鏡検査を対象として機材を計画する。

　臨床検査部門のうち一般検査室、生化学検査室は診断・療養棟内にあるが、細菌検査室ついては、

国際赤十字の援助により病院敷地内に細菌検査棟が新しく建設された（2001 年 9 月竣工済み）。赤十

字支援の内容に若干の機材が含まれており、本計画で先方から要請されていたもののうち、ドラフト
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チャンバー、双眼顕微鏡、遠心器の 3 項目はすでに調達済みであることが確認された。したがってこ

れらは本計画からは除外する。また、恒温水槽は当該部では検査に使用しないため除外した。

検査諸室機材の要請と計画／１　（細菌検査棟）

No. 機材名 要　請 計　画 機材名 要　請

58 顕微鏡、蛍光 1 1 顕微鏡、双眼 3 赤十字支援で調達済み

39 恒温器 4 4 遠心器 3 　〃

73 pH メータ 1 1 ドラフトチャンバー 1 　〃

7 オートクレーブ、縦型 2 2 恒温水槽 1 不要

37 乾熱滅菌器 1 1
79-A 冷蔵庫 A 1 1

　一般検査室／生化学検査室では、血液検査（WBC, RBC, Ht, Hb, WBC）約 18,000 件／年、生化学検

査約 10,000 件／年を行っているが、ほとんどが用手法で検査を行っており、使用中の器具はやはり老

朽化著しい。本計画では一般検査室および生化学検査室への最低必要数を調達する。なお、生化学検

査室で要請された pH メータは当該室での用途は一般検査室の血液ガス分析装置で代用できるため除

外した。

検査諸室機材の要請と計画／２　（一般検査、生化学検査）

要　請 計　画 要　請 計　画
一
般
検
査
室

生
化
学
検
査
室

一
般
検
査
室

生
化
学
検
査
室

一
般
検
査
室

生
化
学
検
査
室

一
般
検
査
室

生
化
学
検
査
室

10 血液ガス分析装置 1 1 39 恒温器 1 1 1 1

pHメータ 1 血液ガス分析装置で代用 56 ピペットセット 1 1

81 分光光度計 1 1 1 電子天秤 1 1 1

16 凝固計 1 1 97 恒温水槽 1 1 1 1

9 血球分類カウンター 1 1 14 遠心器 2 2 2 1

57 顕微鏡、双眼 3 3 37 乾熱滅菌器 1 1 1 1

36 ヘマトクリット遠心器 1 1 79-A 冷蔵庫 A 1 1 1 1

　放射線検査は、外科的治療の術前後や播種性結核が疑われた場合、粟粒結核の確認を行う場合に、

必要不可欠であるが、やはり老朽化が激しく更新が必要である。歯科用放射線装置および現像器は除

外する。内視鏡検査については、経気管支生検や気管支肺胞洗浄などに使用する気管支鏡が中古の製

品で連続しての検査に支障があるため、本計画ではこれを更新する。なお、気管支鏡については一般

用と小児用それぞれが要請されていたが、1 台で小児から成人まで対応可能であるため機材項目はひ

とつにまとめる。また同気管支鏡用の吸引器も構成品に含める。

検査諸室機材の要請と検討／３　（放射線、内視鏡）

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

放射線 105-A Ｘ線撮影装置 A 1 1 内視鏡 12 気管支鏡、軟性 1 1

102 自動現像器 1 1 気管支鏡、軟性、小児用 1 小児～成人用を調達

104 防護エプロン 4 2 吸引器、気管支鏡用 1 気管支鏡構成に含む

歯科用現像器 1 対象外 23 消毒器 1 1

歯科用放射線装置 1 〃 43 器械戸棚 1 1
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手術室および ICU：

　同病院の手術室は 2 階、3 階に 1 室づつあり、肺外性結核患者の手術（整形外科、泌尿器外科、婦

人科手術）を 2 階で、肺結核患者の外科手術を 3 階で行っている。手術件数は全体で 100 件／年程度

である。本計画ではこの 2 室を対象に手術室用基礎機材を 1 台づつ調達する。なお、専門科別手術器

具セット等は手術件数が少ないため各 1 セットとする。また、先方要請には手術室で用いるＣアーム

型Ｘ線撮影装置が要請されていたが、同病院の手術にて当該装置を用いる頻度は極めて低いため、本

計画からは除外した。また、肺縫合セットについては、ステープラー状の針（消耗品）が必須である

がこれを取り扱う代理店や販売店がアルメニアにはなく継続的に入手することは困難であろうと予測

されるため本計画からは除外した。

手術室機材の要請と計画

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

67 手術台、一般用 1 1 54 腹腔鏡、胸腔鏡セット 1 1
69-B 手術台、整形外科用 B 1 1 11 骨ドリルセット 1 1
63 無影灯 2 2 22 除細動器 2 2
2 麻酔器、人工呼吸器付き 2 2 29 挿管セット 2 2
28 電気メス 2 2 61 生検針セット 2 2
72 患者監視装置 2 2 85 ストレッチャー 2 2
45 一般手術器具セット 2 1 86 吸引器 2 2
51 胸部外科手術器具セット 2 1 87 低圧持続吸引器 1 1
52 泌尿器科手術器具セット 2 1 肺縫合セット 1 除外

49 整形外科手術器具セット 2 1 Ｘ線撮影装置、C アーム 1 除外

48 神経外科手術器具セット 2 1 防護エプロン 1 除外

46 産婦人科手術器具セット 2 1 37 乾熱滅菌器 2 2
47 小外科手術器具セット 2 1 43 器械戸棚 2 2

　ICU は、重篤な状態に陥った患者の集中管理（4 床）、術後患者の管理（7 日間程度。2 床）を行っ

ている。本計画では、除細動器、パルスオキシメーター、挿管セット等を調達するが、同病院での手

術の必要性と現状の件数を踏まえ、各機材の数量は必要最低限の台数とする。

ＩＣＵ機材の要請と計画

No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

22 除細動器 1 1 82 血圧計 5 2
29 挿管セット 2 1 86 吸引器 2 1
38 ICU ベッド 4 4 87 低圧持続吸引器 1 1
72 患者監視装置 2 2 94 人工呼吸器 2 2
77 パルスオキシメータ 1 1

間接支援部門：

　滅菌室、薬局、洗濯室の以下の機材を調達する。
No. 機材名 要　請 計　画 No. 機材名 要　請 計　画

滅菌室 5 オートクレーブ 2 2 薬局 1 電子天秤 1 1

43 器械戸棚 2 2 6 オートクレーブ、製剤用 1 1

24 蒸留器 1 1

洗濯室 53 アイロン 1 1

96 洗濯機、脱水器付き 2 2
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（２）全体計画

　本計画での調達機材の配置先は、各病院のそれぞれ主に現在使用中の主要棟であるが、対象部門と

主要棟構成の関係は表 3-2 のとおりである。なお、ノーク感染症病院の放射線棟のみは、既存棟建物

の状況が悪く既存機材撤去後の修復が困難と判断されるため、本計画で既存装置を更新するにあたり、

Ｂ棟地下の未使用スペースを整備して放射線室として利用する。これら主要棟の設備状況は既述のと

おり大きな問題はないが、放射線室、滅菌室、洗濯室、手術室等は既存機材の解体・撤去にともなっ

て室内の電気・給排水設備等を改修する必要がある。「３－３　相手側負担工事の概要」参照。

表 3-1：対象病院の主要棟構成／延べ面積等

小児救急病院 ノーク感染症病院 共和国結核病院

診断棟 2,500m2 5階建て A棟 5,220m2 4階建て 診断･療養棟 4,000m2 3階建て

病棟 9,000m2 9〃 B棟 2,500m2 2〃 細菌検査棟 900m2 1〃

ﾗﾝﾄﾞﾘｰ 600m2 1〃 洗濯棟 375m2 1〃 管理棟 1,500m2 2〃

厨房棟 800m2 1〃 霊安棟 90m2 1〃 機械･車庫棟 1,000m2 2〃

講義棟 600m2 1〃 放射線棟 185m2 1〃 霊安棟 100m2 1〃

霊安棟 300m2 1〃 その他の平屋 （25棟） 1〃 ・細菌検査棟は国際赤十字支援による新築

（2001年9月竣工）

表 3-2：対象部門別調達機材配置先

小児救急病院 ノーク感染症病院 共和国結核病院

対象部門 配置先 対象部門 配置先 対象部門 配置先

［専門科病棟］ ［病棟］ ［病棟・専門科］

　新生児科 病棟 　第１病棟 Ａ棟 　一般結核病棟 診断療養棟

　乳児科 　〃 　第２病棟 　〃 　小児病棟 　〃

　一般外科 　〃 　第３病棟 Ｂ棟 　肺外結核科病棟 　〃

　胸部外科 　〃 　第４病棟 　〃 ［検査諸室］

　外傷・整形外科 　〃 　第５病棟 Ａ棟 　放射線室 診断療養棟

　脳神経外科 　〃 　第６病棟 その他の平屋 　臨床検査室

［検査諸室］ 　隔離棟（診断科） Ａ棟 　（一般・生化学） 診断療養棟

　放射線室 診断棟 ［検査諸室］ 　（細菌） 細菌検査棟

　超音波診断室 　〃 　放射線室 Ｂ棟 　内視鏡検査室 診断療養棟

　生理機能検査室 　〃 　超音波診断室 　〃 ［特別な治療室］

　脳波検査室 　〃 　中央検査部門 Ａ棟 　手術室 診断療養棟

　内視鏡検査室 　〃 ［特別な治療室］ 　ICU 　〃

　中央検査室 　〃 　小手術室 Ｂ棟 ［間接支援部門］

［特別な治療室］ 　ICU 　〃 　滅菌室 診断療養棟

　手術室 診断棟 ［間接支援部門］ 　薬局 　〃

　ICU 　〃 　滅菌室 Ｂ棟 　洗濯室 洗濯棟

［間接支援部門］ 　薬局 その他の平屋

　滅菌室 診断棟 　洗濯室 洗濯棟

　患者受付 　〃 　患者受付 Ｂ棟

　血液銀行 病棟脇別棟 　霊安室 霊安棟

　洗濯室 洗濯棟

　霊安室 霊安棟
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（３）機材計画

　本計画で調達する主な機材、各機材項目の対象病院別数量はそれぞれ表 3-3、3-4 のとおりである。

表 3-3：主な調達機材

No. 機材名 主仕様 使用目的 数量

2 麻酔器
人工呼吸器付

ガス供給：シリンダー
気化器　：ハロセン
フローメーター：O2 & N2 O
人工呼吸器付

患者の状態を安定させて長時間の手術を安全
に行う。付属の人工呼吸器で酸素管理｡

5

4 関節鏡 構成：関節鏡 0°程度（短、長、各１）
　　　関節鏡30°程度（短、長、各１）
　　　各種処置具付

患者負担を最小限に止めて膝･肩関節等を治
療｡

1

5 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 構成：蒸気滅菌器、マイコン制御、
　　　電気式蒸気発生装置
容量：130 L以上

手術器具､手術着､ｼｰﾂ等､院内で使用する医療
資材の滅菌に使用する大型滅菌器｡

6

6 ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ､製剤用 構成：蒸気滅菌器 (シングルドアタイプ)
　　　電気式蒸気発生装置付
　　　マイコン制御
容量：225 L以上

院内で調剤する特に点滴や注射用液の滅菌装
置｡高温高圧蒸気を利用し滅菌を行う｡

2

10 血液ｶﾞｽ分析装置 卓上型、プリンタ付
測定パラメータ：pH/pCO2 /pO2及び電解質
演算項目　　　：20項目程度

呼吸機能の把握､術中の呼吸管理､人工呼吸器
の管理に用い、酸塩基平衡/電解質を測定も可
能。

3

12 気管支鏡､軟性 構成：成人及び小児用気管支鏡　各１
　　　各種処置具付

気管支内観察､鉗子生検､細胞診､洗浄液採取､
異物の発見/除去､気管支内吸引､洗浄等に用い
る｡

2

13 気管支鏡､硬性 構成：成人用気管支鏡（角度 0°、30°各1）
　　　小児用気管支鏡（角度30°）
　　　各種処置具付

硬性鏡､鉗子類､専用の光源のｾｯﾄで､気管支の
診断､治療に用いる｡

1

18 結腸内視鏡 構成：結腸内視鏡、各種処置具付き 小腸の結腸部分への内視鏡検査に使用する｡ 1

21 膀胱鏡 構成：尿道膀胱鏡（角度12°、角度70°各1）
　　　光源装置、各種処置具

尿道検査(前部､後部尿道)､膀胱鏡検査に使用｡ 1

22 除細動器 出力　　　：0-200J程度
パドル　　：成人＆小児用
パラメータ：ECG＆心拍数
モニター　：５インチ程度
プリンター付

手術室･ICUに設置｡心室細動（重症不整脈）､
心室頻拍からの蘇生及び心房細動の治療等に
使用｡

6

25 ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ 換気用ファン・ダクト、ガスコック
蛍光灯付

細菌検査室内で検体を扱う際､細菌に汚染され
た空気を外部に排気するために使用する｡

1

26 心電計 誘導：標準12リード
波形表示チャンネル：最低６チャンネル

不整脈の診断､虚血性心疾患､心肥大､電解質異
常の補助診断に用いる｡

4

27 脳波計 EEG入力チャンネル数：32 以上
CMRR：100db 以上
構成　：CRT、プリンター
光刺激：ｵｰﾄ/ﾏﾆｭｱﾙ

脳から発生する電位を測定し､脳の疾患を診断
する｡

1

28 電気ﾒｽ 出力モード：切開／凝固／双極
構成：単極電極（10種）、双極電極（２種） 　
　　　対極板、フットスイッチ付

手術中の生体組織の切開､止血性切開､凝固に
使用｡

5

33 胃内視鏡 構成：胃内視鏡（成人用、小児用　各１）
　　　光源装置、ビデオシステム
　　　モニター、各種処置具

胃疾患の診断に用いるﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ｡ 1

37 乾熱滅菌器 容量　　：150L程度
内装　　：ステンレス
制御方式：マイコン制御
温度設定範囲：40℃～250℃程度

耐熱性の物質(金属､ｶﾞﾗｽ製品､陶器等)､湿熱の
浸透しにくい物質(油脂､ﾜｾﾘﾝ等)､湿熱では変
質･軟化する資材の滅菌に用いる｡

15

39 恒温器 容量　　：150L程度
設定温度：5～60℃程度
警報装置付

湿度温度の環境を人工的に設定して､細菌検査
で分析する微生物の培養を促す｡

13

40 保育器 温度設定：サーボ&マニュアルコントロール
アクセスポート：６カ所程度
加湿機能　　　：有り
酸素モニター付

低体重児や病的新生児の集中治療に使用する
閉鎖型ﾍﾞｯﾄﾞ｡保温､保湿､酸素ﾓﾆﾀｰ機能を持つ
もの｡新生児室にて使用｡

10



- 35 -

No. 機材名 主仕様 使用目的 数量

41 ｲﾝﾌｧﾝﾄｳｫｰﾏｰ タイプ：オープンタイプ
ヒーター：赤外線ヒータ
温度設定：体温サーボ＆マニュアルｺﾝﾄﾛｰﾙ
アラーム機能付

新生児の体温低下を防ぐためのﾋｰﾀﾕﾆｯﾄ｡
おむつ交換や処置を行うための処置台付｡

8

42 輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ ポンプ：ペリスタリック式
フローレート：少なくとも3～300ml/h以上
バッテリー：内蔵
アラーム機能付

循環器系疾患患者､小児患者に対して､ｶﾃｺｰﾙｱﾐ
ﾝ､抗不整脈剤､降圧剤等の微量で強い作用を与
える薬剤を投与する際､投与時間･速度を一定
に保ち厳格な輸液管理を行うための装置｡

21

44 気管支/肺縫合ｾｯﾄ 肺および気管支の外科手術用鉗子
メス、持針器等

肺結核に対する外科的手術に使用する｡ 2

45 一般手術器具ｾｯﾄ 開腹手術用鉗子、メス、持針器、開腹器等 開腹手術に用いる手術器械/器具｡ 3

53 アイロン 用途　　　　：シーツ用
ローラー横幅：2,000mm以上
熱源　　　　：電気ヒーター式
アイロン容量：35kg／時間以上

ｼｰﾂ類用ﾛｰﾙ式ｱｲﾛﾝ｡ｱｲﾛﾝによる熱消毒により､ｳ
ｲﾙｽ､細菌､ﾀﾞﾆ等を感染症防止する｡

3

54 腹腔鏡､胸腔鏡ｾｯﾄ 構成：腹腔鏡（角度0°、30°各1）
　　　胸腔鏡（角度0°、30°各1）
　　　光源装置、各種処置具、灌流装置
　　　台車付

胸膜の癒着､胆のう病変､腹膜の炎症､癒着の診
断､肝､腹膜の直視下穿刺などに使用する｡

2

57 顕微鏡､双眼 光源：ハロゲンランプ
対物レンズ倍率：4種類
接眼レンズ倍率：10X

尿沈差､虫卵検査､血液形態検査､細菌学検査等
に使用する｡

12

58 顕微鏡､蛍光 結核検査用
ノーズピース：6ヶ
対物レンズ：4X、10X、20X、40X、100X
光源：ハロゲン又は水銀ランプ

一般顕微鏡に蛍光ﾕﾆｯﾄを装着し､蛍光抗体法に
よる検鏡検査を行う｡結核菌種の特定に使用す
る｡

1

60 遺体冷蔵庫 タイプ：２体用、扉式、遺体トレー付
内装：ステンレス製、温度調節機能付

死体の一時保冷に使用する専用冷蔵庫｡電気消
費量が少なく､収容効率のよい1ﾎﾞｯｸｽ1扉型｡

2

63 無影灯 構成　：主照明及びサテライト照明
主照明：125,000 lux以上
サテライト照明：90,000 lux以上
ランプのタイプ：ハロゲンランプ

患者の手術部野を照射し､手術に最適な照度､
無影､無熱性を確保するための照明器具｡

5

65 無影灯､移動式 タイプ：移動式
ランプのタイプ：ハロゲンランプ
照度：88,000 lux以上

手術にて患者の術部を照射｡ｷｬｽﾀｰがついてお
り移動が容易なため補助灯としても用いられ
る｡

2

66 手術用顕微鏡 適用：整形・形成外科
　　　スタンドタイプ
接眼レンズ：12.5X
光源：ハロゲンランプ

肉眼では不可能な微細手術を行うための手術
用顕微鏡｡神経の接続や微細血管の融合等､神
経科手術に使用｡

1

67 手術台､一般用 タイプ：油圧式
構成　：スクリーンフレーム、腕支持台
　　　　肩あて、胴あて、膝支持架
　　　　X線用カセッテトレイ等

麻酔を受けた患者を手術に必要な姿勢に保つ
装置｡

3

68 手術台､神経外科用 タイプ：油圧式
構成　：スクリーンフレーム、腕支持台
　　　　肩あて、胴あて、頭部／膝支持架
　　　　X線用カセッテトレイ等

麻酔を受けた患者を手術に必要な姿勢に保つ
装置｡特に神経外科用として頭部手術に対応で
きる構成とする｡

1

69-A 手術台､整形外科用A タイプ：電動式
構成　：スクリーンフレーム、腕支持台
　　　　肩あて、胴あて、膝支持架
　　　　X線用カセッテトレイ
　　　　Cアームで撮影可

麻酔を受けた患者を手術に必要な姿勢に保つ
装置｡下肢も含め整形外科用として必要な手術
に対応できる構成とする｡

1

69-B 手術台､整形外科用B タイプ：油圧式
構成　：スクリーンフレーム、腕支持台
　　　　肩あて、胴あて、膝支持架
　　　　X線用カセッテトレイ

12才以上の青年および成人に対する整形外科
や外傷手術に使用するため整形外科用ｾｯﾄを含
む仕様とする｡緊急時には感染症患者や産婦人
科患者の手術にも使用されるため汎用型とす
る｡

1

72 患者監視装置 監視機能：心電図／脈拍／呼吸数／血圧等
モニタ部：6"以上、AC/DC駆動
プリンター付

手術室において患者の心電図､血圧､呼吸数､体
温等の動態を観察する装置｡

17

81 分光光度計 タイプ：フローセル及びキュベット
　　　　又はフローセルタイプ
波長　：340～630nm
検査試薬：オープンタイプ

日常の生化学検査を用手法で行う検査装置｡ 4
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No. 機材名 主仕様 使用目的 数量

86 吸引器 タイプ：移動型
吸引圧：0～-690 mmHg程度
吸引瓶：2瓶タイプ、計6,000 ml以上

手術中出血した血液､滲出液､膿汁､洗浄液な
ど､その他分泌液を吸引する｡

33

88 ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ シリンジタイプ：20及び50ml
フローレート　：0.1～150.0ml/h程度
AC/DC駆動

循環器系疾患患者､小児患者に対して､ｶﾃｺｰﾙｱﾐ
ﾝ､抗不整脈剤､降圧剤等の微量で強い作用を与
える薬剤を投与する際､投与時間･速度を一定
に保ち厳格な輸液管理を行うための装置｡

8

89 自動包埋装置 タイプ：ロータリー式、円蓋逆回転装置
　　　　タイマー付、停止安全装置付

死亡病因を確定するために解剖後の組織片を
ﾊﾟﾗﾌｨﾝでﾌﾞﾛｯｸし検査の前処置のために使用す
る｡

1

92 超音波診断装置 スキャン方式：リニア及びコンベックス
表示モード　：B, B/B, B/M及びMモード
構成：モニタ、プリンタ、フットスイッチ付
プローブ：２種（ｺﾝﾍﾞｯｸｽ、ﾘﾆｱ）

妊娠経過､腹部臓器､生殖器､新生児頭部などを
経皮的に診断する画像装置｡産婦人科検診を主
として妊産婦･小児に広く使用するため､経膣
ﾌﾟﾛｰﾌﾞ付とする｡

1

93 超音波診断装置､
ﾄﾞｯﾌﾟﾗｰ付

スキャン方式：セクター及びリニアー
表示モード：B,B/B, B/M及Mモード
カラードップラー/シネメモリー機能有り
プローブ：3種（ｺﾝﾍﾞｯｸｽ､ﾘﾆｱ､ｾｸﾀｰ)
MOディスク及びプリンター付

非侵襲的内臓診断に使用｡心臓の診断にも用い
る｡

1

94 人工呼吸器 小児～成人用
モード：CMV,IMV,SIMV,CPAP
　　　　一回換気量：0 - 3,999mlの範囲内
エアーコンプレッサー、加湿器付

患者の呼吸管理に使用｡集中治療室に設置｡ 8

95 新生児用人工呼吸器 新生児用
換気モード：CMV,IMV,PEEP/CPAP
一回換気量：20 - 995ml 程度、加湿器付

病的新生児･低体重児等､自発呼吸の不十分な
新生児に強制換気を行い呼吸を調整する装
置｡｡圧縮空気の集中配管が整備されていない
ためｴｱｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ付とする｡

2

105-
A

X線撮影装置 A 構成：一般撮影用及び透視撮影用管球
　　　ブッキーテーブル／スタンド
　　　透視台、TV モニター（カート付）
　　　テレビカメラ、X線発生器等

骨折､肺疾患､交通事故等の患者の透視撮影お
よび一般撮影に使用する｡

2

105-
B

X線撮影装置 B 構成：透視用管球、透視台、テレビカメラ
　　　TVモニター（カート付）、X線発生器
　　　コントロールユニット

骨折､肺疾患､交通事故等の患者の透視撮影お
よび一般撮影に使用する｡

1

106 X線撮影装置､Cｱｰﾑ 構成：X線発生器、Cアーム、テレビカメラ
　　　9"ｲﾒｰｼﾞ・ｲﾝﾃﾝｼﾌｧｲｱｰ等
管電圧：110 kV以上
モニターサイズ：17"以上

整形外科手術中に､処置の状況を手術室内でﾘｱ
ﾙﾀｲﾑで観察する｡2ﾓﾆﾀｰで静止画像と実画像を
比較｡

1

107 X線撮影装置､移動式 X線発生器：インバーター式
管電圧：125 kV以上、
移動：モーター駆動式、AC/DC駆動
　　（充電式バッテリー内蔵）

歩行困難な患者や絶対安静患者のX線撮影に使
用する｡

1

表 3-4：計画機材リスト（対象病院別数量）

No. 機材名 計画数量 小児救急病院 ノーク感染症病院 共和国結核病院

1 電子天秤 6 2 2 2

2 麻酔器、人工呼吸器付き 5 3 2

3 駆血帯、電動式 1 1

4 関節鏡 1 1

5 オートクレーブ 6 3 1 2

6 オートクレーブ、製剤用 2 1 1

7 オートクレーブ、縦型 5 1 2 2

8 ビリルビンメータ 2 2

9 血球分類カウンター 4 2 1 1

10 血液ガス分析装置 3 1 1 1

11 骨ドリルセット 1 1

12 気管支鏡、軟性 2 1 1

13 気管支鏡、硬性 1 1
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No. 機材名 計画数量 小児救急病院 ノーク感染症病院 共和国結核病院

14 遠心器 11 5 3 3

15 炭酸ガス恒温器 1 1

16 凝固計 3 1 1 1

17 焼杓器 1 1

18 結腸内視鏡 1 1

19 カロリメータ 2 2

20 コルポスコープ 1 1

21 膀胱鏡 1 1

22 除細動器 6 2 1 3

23 消毒器 3 2 1

24 蒸留器 4 3 1

25 ドラフトチャンバー 1 1

26 心電計 4 2 2

27 脳波計 1 1

28 電気メス 5 3 2

29 挿管セット 8 2 1 5

30 診察灯 6 3 3

31 診察台 1 1

32 婦人科診察台 1 1

33 胃内視鏡 1 1

34 ギプスカッター 1 1

35 保温マットレス 1 1

36 ヘマトクリット遠心器 4 2 1 1

37 乾熱滅菌器 15 7 3 5

38 ICUベッド 4 4

39 恒温器 13 3 4 6

40 保育器 10 6 4

41 インファントウォーマー 8 6 2

42 輸液ポンプ 21 8 13

43 器械戸棚 8 8

44 気管支/肺縫合セット 2 2

45 一般手術器具セット 3 2 1

46 産婦人科手術器具セット 1 1

47 小外科手術器具セット 1 1

48 神経外科手術器具セット 3 2 1

49 整形外科手術器具セット 3 2 1

50 形成外科手術器具セット 2 2

51 胸部外科手術器具セット 1 1

52 泌尿器科手術器具セット 1 1

53 アイロン 3 1 1 1

54 腹腔鏡、胸腔鏡セット 2 1 1

55 腰椎穿刺セット 2 2

56 ピペットセット 7 4 2 1

57 顕微鏡、双眼 12 4 5 3

58 顕微鏡、蛍光 1 1

59 ミクロトーム 1 1

60 遺体冷蔵庫 2 1 1

61 生検針セット 2 2

62 酸素濃縮器 3 2 1

63 無影灯 5 3 2

64 無影灯、シングル 1 1

65 無影灯、移動式 2 2
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No. 機材名 計画数量 小児救急病院 ノーク感染症病院 共和国結核病院

66 手術用顕微鏡 1 1

67 手術台、一般用 3 1 1 1

68 手術台、神経外科用 1 1

69-A 手術台、整形外科用 A 1 1

69-B 手術台、整形外科用 B 1 1

70 眼底鏡 1 1

71 パラフィンバス 1 1

72 患者監視装置 17 10 3 4

73 pHメータ 1 1

74 光線治療器 1 1

75 血漿冷凍庫 1 1

76 胸腔穿刺セット 30 30

77 パルスオキシメータ 3 2 1

78 屈折計 1 1

79-A 冷蔵庫 A 6 3 3

79-B 冷蔵庫 B 2 2

80 血液冷蔵庫 1 1

81 分光光度計 4 2 1 1

82 血圧計 8 8

83 血圧計、小児用 2 2

84 スパイロメーター 1 1

85 ストレッチャー 9 1 8

86 吸引器 33 16 11 6

87 低圧持続吸引器 8 2 6

88 シリンジポンプ 8 6 2

89 自動包埋装置 1 1

90 処置台 3 1 2

91 超音波ネブライザー 3 1 2

92 超音波診断装置 1 1

93 超音波診断装置、ドップラー付き 1 1

94 人工呼吸器 8 4 2 2

95 新生児用人工呼吸器 2 2

96 洗濯機、脱水器付き 6 2 2 2

97 恒温水槽 4 1 1 2

98 体重計、成人用 7 7

99 体重計、乳児用 9 9

100 体重計、新生児用 6 5 1

101 車椅子 6 1 5

102 自動現像器 3 1 1 1

103-A シャウカステン A 13 4 7 2

103-B シャウカステン B 1 1

104 防護エプロン 13 9 2 2

105-A Ｘ線撮影装置 A 2 1 1

105-B Ｘ線撮影装置 B 1 1

106 Ｘ線撮影装置、Ｃアーム 1 1

107 Ｘ線撮影装置、移動式 1 1
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３－２－３　基本設計図

　各病院に関し、本計画で調達する機材の配置先となる各棟の断面、フロアーレイアウトは以下のと

おりである。

小児救急病院

図 3-1：小児救急病院主要棟概略
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ノーク感染症病院

図 3-2：ノーク感染症病院主要棟概略
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共和国結核病院

図 3-3：共和国結核病院主要棟概略
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３－２－４　施工計画／調達計画

３－２－４－１　施工方針／調達方針

　本計画は日本国政府の無償資金協力の枠組みにしたがって、日本国政府の閣議承認を経て、日本国

政府およびアルメニア国政府間において本計画に係る交換公文（E/N）が締結された後、実施される。

両国政府による交換公文締結後、国際協力事業団の推薦を受けた日本国法人コンサルタントは、我が

国の無償資金協力の手続きにしたがい、アルメニア保健省とコンサルタント契約を締結する。この契

約は日本国政府による認証を得て発効する。コンサルタントはこの契約に基づいて、入札関連業務及

び施工監理業務を実施する。また、機材の調達は、入札によって選定された日本国法人の機材調達業

者がアルメニア保健省と契約を締結して当該業務にあたるが、この契約も日本国政府による認証を得

て発効する。機材調達業者は必要な機材の調達／搬入／据付および各機材の操作並びに維持管理に関

する技術指導を行い、また、調達後の保守管理に必要なマニュアル等技術資料およびメーカー／代理

店リストを作成する。

３－２－４－２　施工上／調達上の留意事項

　アルメニアは内陸国であるため、海上輸送の陸揚げ地は隣接国（グルジア国ポチ港）となる。日本

の無償資金協力による 1999 年度アルメニア医療センター機材整備計画でも同地を陸揚げ港としてお

り、また、一般的な貿易でも同港からアルメニアへの輸送に問題はないとされる。

３－２－４－３　施工区分／調達・据付区分

（１）日本国政府

　　①計画機材の調達に係る費用

　　②海上および対象施設までの陸上輸送に係る費用

　　③機材の据付、設置に係る費用

　　④調達機材全般に係る試運転、操作／保守点検／維持管理の技術指導に係る費用

（２）アルメニア国

　　①輸送、据付、設置に必要とされる情報、資料の提供

　　②輸入に必要な許可の取得

　　③調達機材設置予定場所の整備

　　④調達機材の荷下ろし場所の確保

　　⑤据付、設置前の機材保管場所の提供

　　⑥調達機材の搬入路の確保

　　⑦一次側設備（電気、給排水）の整備
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３－２－４－４　施工監理計画／調達監理計画

　コンサルタントは、機材調達業者を選定する入札関連業務を実施した後、機材調達およびその他の

業務を円滑に進めるための施工監理を行う。施工監理上の要点は、調達される機材と契約図書との整

合性の確認、出荷前の製品並びに梱包状況の検査、海上および陸上輸送／通関状況の確認、現地での

最終検収業務等である。なお、出荷前の検査については、コンサルタントが、出荷内容と契約内容に

齟齬がないことを確認し、あわせて第三者機関を通じて出荷・梱包内容全般の検査を行う。コンサル

タントは、常に各工程進捗状況等の把握に努め、アルメニア国側担当実施機関および機材調達業者に

対して適切な助言／指導を行い、適宜、工程進捗状況を両国関係機関に報告する。コンサルタントは、

業務主任、機材計画、設備計画の技術者によりスポット監理を行う。

３－２－４－５　品質管理計画

　本プロジェクトで調達を予定している医療機材は全て既製品とし、これまでに各国の医療施設に納

入実績のある機材より選定する。直接人体に対して使用する医療機材であることから、それぞれの機

材の製造基準については、日本製品は JIS、欧米製品については BS もしくは DIN の基準を満たして

いる機材を選定する。なお、消耗品、試薬等を必要とする機材については、製造業者指定の消耗品、

試薬ではなく、可能な限りプロジェクトサイトで入手可能な汎用性のある機材を選定する。

３－２－４－６　資機材等調達計画

（１）第三国品調達の可能性

　本計画で調達する医療機材に関し、アルメニアの医療機器市場の現状と動向、製造業者／代理店状

況の調査結果から、計画機材のうち仕様、技術条件を満たす日本製品がないもの、また、日本製品の

製造業者がアルメニアあるいは近隣国に代理店を持たず、必要な技術サービスおよびサプライが困難

であるものは、第三国製品を調達の対象に含める必要がある。実際に、調達機材 111 項目のうち、53

項目は該当する日本製品の製造業者が少ないため第三国製品も調達の対象とし、また、 6 項目につい

ては該当する日本製品がないため第三国製品を調達することが適切と考えられる。第三国製品を調達

対象に含めるべき機材項目は次頁表 3-5 のとおりである。

（２）製造業者代理店の所在

　本計画で調達する機材のうち、次頁表 3-6 の 37 項目の機材は、製造業者／代理店による修理・保守

サービスおよび消耗品／スペアパーツの供給が必要であると考えられ、アルメニアおよび近隣国に代

理店が所在する製造業者の製品を選定する。
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表 3-5：第三国製品を調達対象に含めるべき機材
日本製品および第三国製品を調達対象とすべきもの

No. 機材項目 数量 No. 機材項目 数量 No. 機材項目 数量

1 電子天秤 6 34 ギプスカッター 1 94 人工呼吸器 8

2 麻酔器、人工呼吸器付き 5 35 保温マットレス 1 95 新生児用人工呼吸器 2

3 駆血帯、電動式 1 38 ICUベッド 4 105-A Ｘ線撮影装置 A 2

4 関節鏡 1 40 保育器 10 105-B Ｘ線撮影装置 B 1

5 オートクレーブ 6 41 インファントウォーマー 8 106 Ｘ線撮影装置、Ｃアーム 1

6 オートクレーブ、製剤用 2 42 輸液ポンプ 21 107 Ｘ線撮影装置、移動式 1

11 骨ドリルセット 1 54 腹腔鏡、胸腔鏡セット 2 70 眼底鏡 1

12 気管支鏡、軟性 2 57 顕微鏡、双眼 12 84 スパイロメーター 1

16 凝固計 3 58 顕微鏡、蛍光 1 89 自動包埋装置 1

17 焼杓器 1 63 無影灯 5 以上53項目

18 結腸内視鏡 1 64 無影灯、シングル 1

20 コルポスコープ 1 65 無影灯、移動式 2

21 膀胱鏡 1 66 手術用顕微鏡 1

22 除細動器 6 72 患者監視装置 17 第三国製品を調達すべきもの
23 消毒器 3 73 pHメータ 1 No. 機材項目 数量

24 蒸留器 4 75 血漿冷凍庫 1 10 血液ガス分析装置 3

26 心電計 4 77 パルスオキシメータ 3 13 気管支鏡、硬性 1

27 脳波計 1 79-A 冷蔵庫 A 6 53 アイロン 3

28 電気メス 5 79-B 冷蔵庫 B 2 62 酸素濃縮器 3

30 診察灯 6 80 血液冷蔵庫 1 90 処置台 3

32 婦人科診察台 1 81 分光光度計 4 96 洗濯機、脱水器付き 6

33 胃内視鏡 1 88 シリンジポンプ 8 以上6項目

表 3-6：アルメニアおよび近隣国に代理店が所在すべき機材

No. 機材項目 数量 No. 機材項目 数量 No. 機材項目 数量

2 麻酔器、人工呼吸器付き 5 40 保育器 10 87 低圧持続吸引器 8

5 オートクレーブ 6 41 インファントウォーマー 8 88 シリンジポンプ 8

6 オートクレーブ、製剤用 2 42 輸液ポンプ 21 91 超音波ネブライザー 3

10 血液ガス分析装置 3 63 無影灯 5 92 超音波診断装置 1

12 気管支鏡、軟性 2 64 無影灯、シングル 1 93 超音波診断装置、ドップラー付き 1

16 凝固計 3 65 無影灯、移動式 2 94 人工呼吸器 8

18 結腸内視鏡 1 66 手術用顕微鏡 1 95 新生児用人工呼吸器 2

20 コルポスコープ 1 72 患者監視装置 17 105-A Ｘ線撮影装置 A 2

22 除細動器 6 74 光線治療器 1 105-B Ｘ線撮影装置 B 1

26 心電計 4 77 パルスオキシメータ 3 106 Ｘ線撮影装置、Ｃアーム 1

27 脳波計 1 81 分光光度計 4 107 Ｘ線撮影装置、移動式 1

28 電気メス 5 84 スパイロメーター 1 以上37項目

33 胃内視鏡 1 86 吸引器 33

３－２－４－７　実施工程

　本計画の実施工程は、入札関連業務と機材調達／据付工事の２段階に分けられ、交換公文締結後計

画完工までの工程は図 3-4 のとおりである。

入
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業

務

項目
月数 1 2 3 4 5 6 7

最終確認調査

入札図書承認

入札公示

入札図書作成

入札及び評価、契約

据付・調整、操作説明

輸送、通関

出荷前検査

第三者機関検査

機材製造

8

（3カ月）

（7.5カ月）

図3-4：実施工程
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３－３　相手国側負担事業の概要

　本計画実施にあたり、アルメニア側の分担事業は「３－２－４－３　施工区分／調達・据付区分」

のとおりである。なお、対象施設での設置予定場所の整備や搬入路の確保に関し、特に、Ｘ線撮影装

置、滅菌器、洗濯機等の大型機材については、搬入のために、壁・窓・衝立等を一時的に取り外し搬

入後に修復することが必要と予測される。また、既存機材撤去後に新しい機材を据え付けるにあたっ

て、洗濯室等は基礎や床材の補修が必要と考えられる。これらに関し、各病院での具体的な工事内容

は以下のように考えられる。

表 3-7：先方側負担工事の内容

対象病院別工事の有無

（●印が工事必要なもの）

諸室

　調達機材

工事内容

　①搬入前の取外し・搬入後の修復

　②既存機材の撤去・改修

　③当該室の改修・整備

　④１次側設備の改修・補修

小児救急病院 ﾉｰｸ感染症病院 共和国結核病院

滅菌室 ① 1階部既存ｶﾞﾗｽ窓 ●

　ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ 倉庫部分波板ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ ●

 〃 鉄格子扉 ●

当該室の窓および腰壁 ●

② 既存機材の撤去/改修 ● ● ●

③ 室内換気ﾌｧﾝ取付け ●

④ 電源設備 ● ●

給水管 ● ● ●

洗濯室 ① 当該室の窓 ● ●

　洗濯機 ② 既存機材の撤去/改修 ● ● ●

　アイロン ③ 機材設置面の基礎の補修 ● ● ●

床材の補修 ●

④ 電源設備 ● ● ●

給水管 ● ● ●

排水溝 ● ●

手術室 ② 既存機材の撤去/改修 ● ● ●

　無影灯 ③ 取付用ﾎﾞﾙﾄの補修 ● ●

天井材補修､補強ﾌﾚｰﾑ取付 ●

④ 電源設備 ● ●

放射線室 ① 当該室の窓 ● ●

Ｘ線撮影装置 ② 既存機材の撤去/改修 ● ●

③ 1階準備室部分の建築改修 ●

扉･操作室窓の移設 ●

床材の補修 ● ●

④ 電源設備 ● ● ●

給排水設備 ●

霊安室 ① 当該室入口の鉄格子扉 ●

　遺体冷蔵庫 ③ 病理解剖棟の建築改修 ●

電源設備 ● ●

給排水設備 ●

検査室 ③ 外壁側排気用ｽﾘｰﾌﾞ設置 ●

　ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ 専用電源の配線 ●

給排水設備の配管 ●

　なお、各病院の当該諸室の状況がそれぞれ異なるため、同様の工事でも必要な資材および作業量が

異なる。したがって、現地調査の際は、各施設の担当者の立会を得て具体的に想定される工事内容を



- 46 -

確認し、現地業者による実勢工賃・資材単価をもとに、施設ごとの費用を積算した。結果は表 3-8 の

とおりである。

表 3-8：先方負担工事の費用概算（単位：米ドル）

当該諸室 調達機材 小児救急病院 ﾉｰｸ感染症病院 共和国結核病院

滅菌室 オートクレーブ 505 645 260

洗濯室 洗濯機 360 235 700

アイロン 100 550 550

手術室 無影灯 240 80 270

放射線室 Ｘ線撮影装置 1,910 3,225 910

霊安室 死体冷蔵庫 180 1,950 ---

検査室 ドラフトチャンバー --- 190 --- 総　額

合　計 3,295 4,925

霊安室分除く

2,690 10,910米ドル

（約1.3百万円）

　感染症病院の霊安室改修はすでに着工されており、百万ドラム（1,800 米ドル相当）が支払済みである。

３－４　プロジェクトの運営・維持管理計画

　既述のとおり、対象 3 病院の人員・技術水準については、本計画で調達する機材を用いての医療活

動に問題はなく、施設、電気、給排水の保守についても各病院の営繕スタッフが担当している。なお、

医療機材の維持管理については、一般に、日常の保守点検および製造業者／代理店による修理・保守

サービスが必要であるが、前者については、各病院で、日常の点検シート、保守台帳を用いての維持

管理方法を定め、エンド・ユーザである病院の医療従事者および営繕スタッフでより確実な維持管理

を行う体制を整える。

　製造業者／代理店による修理・保守サービスについては、アルメニアではソ連時代の医療機器取り

扱い公社を前身とする医療機器サービス企業が国内の医療施設と年間契約等を結んで医療機材の定期

点検、修理サービスを行っており、対象 3 病院でもこれら企業との契約を結んでいる（月額 150～250

千ドラム）。ソ連時代は、連邦内で機器を販売する製造業者はすべて当該公社を代理店と指定せねば

ならないシステムであったため、代理店と医療施設の間の保守契約も必然的にすべての機材を対象と

してきた。ソ連崩壊後は、外国の製造業者の中には独自に CIS 対象の地域拠点をモスクワに置く等し

ている場合もあるが、アルメニアの市場規模が大きくないため、日本あるいは欧米の製造業者がアル

メニア国内に独自の代理店を設けている例はほとんどない。本計画においては、アルメニアまたは近

隣国に代理店が所在することを条件に当該機材が調達されれば、国内の医療機器サービス企業あるい

は近隣の代理店から対象病院が保守サービスを受けることができる。また、近隣国代理店がモスクワ

に所在する場合、アルメニア国内の医療機器サービス企業を中継点とすることも可能な範囲であり、

この場合、対象病院にとっての契約負荷を小さくすることができる。しかし、いずれの場合において

も、交換部品等の代金すべてが契約金額に含まれるわけではなく、各対象病院が長期的な視野にたっ

て予算計画を行うことが望まれる。
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　なお、本計画で調達する医療機材に関し、装置を使用するための費用およびこれら維持管理に必要

な費用についての試算は、「３－５－２　運営・維持管理費」に記載のとおりである。

３－５　プロジェクトの概算事業費

３－５－１　協力対象事業の概算事業費

　本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は 4.95 億円となり、先に述べた日本とアル

メニア国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（３）に示す積算条件によれば、次のとおり

と見積もられる。

（１）日本側負担経費

事業費区分 経　費

機材調達費 4.60 億円

設計監理費 0.35 億円

合　計 4.95 億円

（２）アルメニア側負担経費

対象病院 経　費

小児救急病院分 3,295 米ドル 約 0.4 百万円

ノーク感染症病院分 4,925 米ドル 約 0.6 百万円

共和国結核病院分 2,690 米ドル 約 0.3 百万円

合計 10,910 米ドル 約 1.3 百万円

（３）積算条件

①積算条件 平成 13 年 12 月

②為替交換率 1 米ドル＝121.78 円

③施工期間 10.5 カ月

④発注方式 一括発注

⑤その他 本計画は日本国政府の無償資金協力の制度にしたがい実施されるものとする。

３－５－２　運営・維持管理費

　本計画の実施により対象施設で必要となる維持管理経費に関し、装置を使用するための費用、装置

を維持するための費用を検討すると以下のとおりである。

（１）試算の根拠

　まず、装置を使用するための費用については、毎回の使用に必ず必要な試薬、消耗品等に関し、ア

ルメニアおよび近隣国での販売価格をもとに当該装置の使用単価（1 回の使用にかかる費用）を求め、
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各病院での 2000 年の患者数、検査数を参考にして年間の費用を試算した。

　また、装置を維持するための費用については、定期的に交換が必要な部品等に関し、製造業者が一

般に推奨する主な交換部品の価格と交換頻度をもとに当該装置の維持費年額（ 1 年あたりの費用）を

試算した。

表 3-9：使用単価の試算根拠（金額はドラム）

機材名 毎回必要な消耗品等 単価 使用量と価格 使用単価

血液ガス分析装置 標準試薬キット 2000 ／検査 1 検査 2000 2000

記録紙

電極、メンブレンキット等

凝固計 試薬 500 ／検査 1 検査 500 500

記録紙

キュベット

ビリルビンメータ 毛細管 30 ／本 1 本 30 30

分光光度計 試薬類 1400 ／検査 1 検査 1400 1400

ｐＨメータ 標準ＫＣｌ液 7.5 ／検査 1 検査 7.5 49

電極保存溶液 7.5 ／検査 1 検査 7.5

緩衝液粉末 33.5 ／検査 1 検査 33.5

超音波診断装置 ゲル 3 ／ｇ 10 g 30 130

記録紙 50 ／枚 2 枚 100

Ｘ線撮影装置 フィルム 400 ／枚 1 枚 400 400

シリンジポンプ シリンジ 50 ／本 1 本 50 800

接続チューブ 750 ／本 1 本 750

輸液ポンプ 輸液チューブ 1250 ／セット 1 ｾｯﾄ 1250 1250

麻酔器 吸着剤 5 ／ｇ 250 g 1250 5250

ハロセン 40 ／ｍｌ 100 ml 4000

人工呼吸器 加湿器用吸湿紙 400 ／枚 1 枚 400 400

患者監視装置 記録紙 50 ／ｍ 0.4 m 20 470

デイスポ電極 150 ／個 3 個 450

除細動器 デイスポ電極 150 ／個 3 個 450 510

ペースト 5 ／ｇ 8 g 40

記録紙 50 ／ｍ 0.4 m 20

心電計 記録紙 150 ／ｍ 1 m 150 210

ＥＣＧペースト 5 ／ｇ 12 g 60

脳波計 記録紙 665 ／ｍ 2 m 1330 1435

ペースト 25 ／ｇ 4 g 100

記録インク 25 ／ｍｌ 0.2 ml 5

表 3-10：維持費年額試算の根拠（金額はドラム）

機材名 交換部品 交換頻度 単価 年額 備考

凝固計 光源ランプ 1 個／年 25,000 25,000

分光光度計 光源ランプ 1 個／年 17,500 17,500

Ｘ線撮影装置 管球 1 個／4年 6,000,000 1,500,000 Cｱｰﾑ、移動式も同じ

吸引器 吸引ボトル、チューブ等 1 組／年 50,000 50,000 低圧持続式も同じ

人工呼吸器 患者回路 1 組／年 125,000 125,000 乳児用も同じ

患者監視装置 充電式バッテリー 1 個／2年 50,000 25,000

除細動器 充電式バッテリー 1 個／2年 50,000 25,000

ヘマトクリット遠心器 ラバーパッキン 1 個／年 25,000 25,000

パルスオキシメータ 指用センサー 1 組／年 200,000 200,000

無影灯 ランプ 2 個／年 32,500 65,000 移動式も同じ
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（２）装置を使用するための費用

　表 3-11 のとおり、調達機材を使用するための年間の費用は、小児救急病院で 18.0 百万ドラム、ノ

ーク感染症病院 27.3 百万ドラム、共和国結核病院で 30.7 百万ドラムと試算される。表からもわかる

とおり、使用単価が最も大きなものは麻酔器、血液ガス分析装置で、それぞれハロセン等の麻酔剤に

5 千ドラム／回、試薬等に 2 千ドラム／回の経費が必要と試算される。しかし、年間の経費としてみ

た場合、現状の手術数の範囲であれば麻酔器の費用は検査関連装置よりもむしろ小さくなる。検査関

連機器については、専用の試薬を必須とする血液ガス分析装置だけでなく、汎用の試薬で対応できる

使用単価 1 千ドラム未満の分光光度計でも年間のコストはかなり大きくなる。特に検査関連部門の運

営については、各施設が確固たる予算計画をたてる必要があると考えられる。

表 3-11：装置を使用するための年間の費用（金額はドラム）

小児救急病院 機材名 使用単価 年間使用量 年間経費
血液ガス分析装置 2,000 1000 検査 2,000,000
凝固計 500 500 検査 250,000
ビリルビンメータ 30 6000 検査 180,000
超音波診断装置 130 300 検査 39,000
Ｘ線撮影装置 400 12000 枚撮影 4,800,000
シリンジポンプ 600 1800 患者 1,080,000
輸液ポンプ 1,250 2400 患者 3,000,000
麻酔器 5,250 600 患者 3,150,000
人工呼吸器 400 320 患者 128,000
患者監視装置 470 3000 患者 1,410,000
除細動器 510 100 患者 51,000
心電計 210 3000 検査 630,000
脳波計 1,435 900 検査 1,291,500

計 18,009,500

ノーク感染症病院 機材名 使用単価 年間使用量 年間コスト
血液ガス分析装置 2,000 3000 検査 6,000,000
凝固計 500 600 検査 300,000
分光光度計 1,400 10000 検査 14,000,000
超音波診断装置 130 3000 検査 390,000
Ｘ線撮影装置 400 1500 枚撮影 600,000
シリンジポンプ 600 600 患者 360,000
輸液ポンプ 1,250 3900 患者 4,875,000
人工呼吸器 400 120 患者 48,000
患者監視装置 470 900 患者 423,000
除細動器 510 50 患者 25,500
心電計 210 1500 検査 315,000

計 27,336,500

共和国結核病院 機材名 使用単価 年間使用量 年間コスト
血液ガス分析装置 2,000 6000 検査 12,000,000
凝固計 500 2400 検査 1,200,000
分光光度計 1,400 10000 検査 14,000,000
ｐＨメータ 49 6000 検査 294,000
Ｘ線撮影装置 400 5000 枚撮影 2,000,000
麻酔器 5,250 100 患者 525,000
人工呼吸器 400 200 患者 80,000
患者監視装置 470 1200 患者 564,000
除細動器 510 150 患者 76,500

計 30,739,500
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（３）装置を維持するための費用

　交換部品については、特に高価であるのはＸ線撮影装置の管球（ 6,000 千ドラム）で、次いでパル

スオキシメータのセンサー（200 千ドラム）、その他は、検査機器の光源ランプ（17～25 千ドラム）、

人工呼吸器の回路（125 千ドラム）、ME 機器の充電式バッテリー（50 千ドラム）等である。これらに

ついて製造業者が推奨する交換頻度をもとに各施設での 1 年当たりの費用を試算すると表 3-12 のとお

り小児救急病院で 7 百万ドラム、他の 2 病院は 2.6～2.8 百万ドラムと試算される。

　Ｘ線撮影装置の管球については交換頻度を 4 年に 1 回として試算したが、管球の寿命はＸ線曝射量

によるため、現実には、5 年あるいはそれ以上使用できる場合も想定される。しかし、1 管球が高価

であるため、交換が必要になってからでの予算手当は極めて困難であり、現状の撮影数等を踏まえ、

適切な予算計画が必要であることはいうまでもない。

表 3-12：維持管理費用年額（金額はドラム）

小児救急病院 ノーク感染症病院 国立結核病院機材名 部品名 1台あたり

の年額 台数 経費 台数 経費 台数 経費

凝固計 光源ﾗﾝﾌﾟ 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000

分光光度計 光源ﾗﾝﾌﾟ 17,500 - - 1 17,500 1 17,500

X線撮影装置 管球 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000

X線撮影装置､Cｱｰﾑ 管球 1,500,000 1 1,500,000 - - - -

X線撮影装置､移動式 管球 1,500,000 1 1,500,000 - - - -

吸引器 吸引ﾎﾞﾄﾙ等 50,000 16 800,000 11 550,000 6 300,000

吸引器､低圧持続式 吸引ﾎﾞﾄﾙ等 50,000 - - 2 100,000 6 300,000

人工呼吸器 患者回路 125,000 4 500,000 2 250,000 - -

人工呼吸器､新生児用 患者回路 125,000 2 250,000 - - - -

患者監視装置 充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ 25,000 10 250,000 3 75,000 4 100,000

除細動器 充電式ﾊﾞｯﾃﾘｰ 25,000 2 50,000 1 25,000 3 75,000

ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ遠心器 ﾗﾊﾞｰﾊﾟｯｷﾝ 25,000 2 50,000 1 25,000 1 25,000

ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ 指用ｾﾝｻｰ 200,000 2 400,000 - - 1 200,000

無影灯 ﾗﾝﾌﾟ 65,000 3 195,000 1 65,000 2 130,000

無影灯、移動式 ﾗﾝﾌﾟ 65,000 - - - - 2 130,000

計 7,020,000 2,632,500 2,802,500

（４）対象病院の年間支出額との比較

　これらを本計画実施による維持管理費用の増額分として、各施設の 2000 年度の人件費・光熱費を

除く支出額と比較すると表 3-13 のとおりである。

表 3-13：対象施設の支出額との比較（金額は百万ドラム）

2000年の支出額

人件費・光熱費を除く

使用費用 保守費用 合　計

小児救急病院 561 18.0 7.0 25.0

3.2% 1.2% 4.5%

ノーク感染症病院 210 27.3 2.6 29.9

13.0% 1.2% 14.2%

共和国結核病院 235 30.7 2.8 33.5

13.1% 1.2% 14.3%
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　以上の試算によると、本計画を実施した場合、装置を使用する費用（試薬／記録紙／電極）が現在

の当該支出総額に対して、小児救急病院で 3%、ノーク感染症病院および共和国結核病院で 13%増額

すると予測される。試薬等の消耗品は 3 カ月分を目安として各機材項目に含めるため実施後初年度の

実際の負担はやや小さいものと思料される。しかしながら、持続的に調達機材を活用しより確実な効

果の発現のためには、各病院での予算確保の努力が重要となる。

　これに関し、保健省、保健業務庁、対象病院の見解等を確認したところ、対象施設は病床数適正化

にともなって、施設内不要スペースの整理等、運営効率の改善を図りつつあり、また、患者数増加お

よび診療費徴収額の増加も見込まれることから、各病院側は十分に負担可能であると予測している。

　また、保健省次官および保健業務庁長官も、対象 3 病院への国庫負担診療費未払分の決済等に関し

本計画の実施を考慮して支払いに向け最大限努力するとの姿勢であり、著しい物価の高騰や突発的な

紛争による市場の混乱等がない限り、これら維持管理費用は対象病院それぞれによって十分賄える範

囲と考えられる。

３－６　協力対象事業実施に当たっての留意事項

　対象施設への機材の据付作業が開始されるまでに、「３－３　相手国側分担事業の概要」で示した

設置予定場所の整備や補修が終了しない場合、E/N 期限内での完工が困難となる。特に小児救急病院

のＸ線撮影装置（５階）の設置に関しては、既存機材の撤去に伴う作業が大がかりとなるため、医療

活動への影響を最小限に留めつつ早急な作業が必要となる。また、据付作業が冬期にかかることを考

慮すれば、アルメニア側が先方負担工事への対応を早期に取りかかることが望まれる。
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第４章　プロジェクトの妥当性の検証

４－１　プロジェクトの効果

　本計画が対象とする 3 施設は、医療改革政策において公的医療サービスとして特に優先度の高い重

要施設である。また、これら 3 病院は首都圏に所在するリファーラル施設であり地方からの紹介患者

も多く、アルメニアの人口規模、国土面積、首都イェレヴァンの位置からも、本計画の裨益の範囲は

全国に及び、幼年層や社会的弱者も含め総人口 380 万人が裨益の対象となる。プロジェクトが実施さ

れることにより達成が期待される主な効果は以下のとおり整理することができる。

表 4-1：計画実施による効果と現状改善の程度

現状と課題 本計画での対策

（協力対象事業）

計画の効果・改善程度

　対象 3 病院は、最適化プログラム

でも存続・強化が決まり、病床数等

の適正化が実施されつつあるが、老

朽化・不足の著しい既存機材を独自

に更新することができず、重要公的

医療施設として十分なサービスを提

供することができない。

　対象 3 病院の診療活動に必要な医

療機材を整備する。（病棟、検査諸

室、手術室／ ICU、間接支援部門で

用いる機材 111 項目）

　必須機材が整備されることによ

り、対象病院の検査能率、診断・治

療技術、衛生環境が向上して、サー

ビスの質が改善する。

（１）プロジェクト実施により期待される効果

［直接効果］

・対象病院の検査能率の向上

　劣化した機材や数世代前の検査機器を使用していたために、検査の精度を確保するには検査を繰り

返して行わねばならず時間や経費の無駄を避けることができなかったが、各検査機器が整備されるこ

とにより、能率的な検査が可能となる。

・対象病院の診断・治療技術の向上

　能率的で精度の高い検査が可能となることで、的確な診断をより迅速に行うことができるようにな

る。また、修理や部品交換が不可能であった老朽化した機材が更新されることで、これまで対処する

ことができなかった外科的手術等が再び可能となり、対象病院の診断・治療機能が向上する。

・対象病院の衛生環境の向上

　故障が多く日常の使用に支障を来していた滅菌室機材が更新されることにより、手術器具およびそ

の他の処置具の滅菌処理が適切に行える。同様に洗濯室機材が更新されることによりシーツ・術衣の

清潔度も高まり、院内感染の危険性が低減する。
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［間接効果］

・対象病院への信頼の向上

　対象病院の診療サービスの質が向上することにより、対象病院の信頼が高まり、患者数および地方

からの紹介数が増加する。

・対象病院の稼働率の上昇

　これまでに実施されつつある病床数適正化とあわせて、患者数／紹介数が増加し、病床利用率が上

昇し稼働状況が改善する。

　対象病院の医療サービスの現状において現有機材の老朽化と不足による診断機能の低下は深刻な問

題であるが、各病院の検査機器が更新されれば、検体検査、画像診断等の検査精度が安定し的確な診

断をより早く行うことが可能となる。現在、各病院が保有する検査機器は耐用年数をはるかに超えて

いるため検査結果が必ずしも正確ではなく、必要回数以上に検査を行って誤診断を回避しているのが

実情といって過言でない。対象病院では、感染症や結核が疑われる新来患者専用の病床が設けられて

いるが、これら病床分の平均在院日数が著しく長い。これは検査の不安定さによる診断機能の低迷を

示すものに他ならず、したがって、検査能力が向上すればこの平均在院日数が短縮すると予測される。

　既述のとおり、医療施設の稼働率低下は医療への信頼の低下による患者の医療離れが大きな要因の

ひとつと指摘されているところ、対象 3 病院に先駆けて医療機材の整備が行われたアルメニア医療セ

ンターについては半年間で 25%の患者増（同病院の記録）が見られた。診断機能の向上によって受益

者からの信頼が高まったことを示す経年変化とみるには期間が短すぎるが、医療サービスが良くなる

ことへの期待値、すなわち、これまで医療への信頼が低下していたことを裏付けるものと捉えること

ができる。対象病院の診断・治療機能が向上して病院への信頼が高まれば、患者数が増加し、他施設

からの紹介数も増加すると考えられる。なお、これとあわせて患者からの診療費徴収額も増加するも

のと予測される。

　アルメニア医療改革および最適化プログラムの観点から、対象 3 病院の稼働状況は極めて重要な側

面である。実際には、上述のとおり、診断能力の向上により新来患者の診断科在院日数は短縮される

と考えられるが、他方、他施設からの紹介が増えれば重症患者の割合が増えて入院加療についての平

均在院日数はむしろ長くなることも予測される。対象 3 病院では適正数までの病床削減はほぼ終了し

た状況にあり、診断能力が向上し、患者数が増え、稼働状況が改善すれば、病棟あるいは診療科目ご

とに患者数／平均在院日数／病床利用率に注意を払ってより適切な病棟運営への取り組みが進み、病

床利用率も上昇すると考えられる。

また、これまで現有機材の著しい老朽化によって職員対象の技術研修が事実上困難であったところ、

当該機材が更新されることにより、臨床面でも機材機能に応じた研修が可能となり、職員の診療技術

が向上すると期待される。



- 54 -

　本プロジェクトの上位目標、プロジェクト目標、期待される成果およびその他についての指標は表

4-2 の通りに分類される。

表 4-2：成果指標選定検討表

プロジェクトの要約 指標 指標データ入手手段

上位目標

　アルメニアにおける小児診療お

よび感染症対策が強化される

・全国の子供（18 歳まで）の年間死亡数

・全国の感染症死亡者数

アルメニア国保健医療統計

プロジェクト目標

　対象3病院の医療サービスが改

善される。

・ 診断に要する日数

・患者数

・手術件数

・臨床検査数

・新規結核患者治癒率

対象３病院の医療統計

協力対象事業の成果

　対象3病院に必要な医療機材が

整備される

・機材の種類と数量 対象３病院の機材管理簿・機材統

計

その他の成果

・下位医療機関からの紹介患者数

・対象３病院の病床利用率

対象３病院の医療統計

①上位目標：アルメニアにおける小児診療および感染症対策が強化される。

　対象 3 病院の医療サービス体制における位置づけから、これら病院の医療サービスが向上すること

によりアルメニアでの小児診療および感染症対策に関するサービス体制の強化が期待される。

　小児救急病院が改善されることは、再構築されつつある医療サービス体制において充実した小児総

合病院がトップ・リファーラル施設として重症児への 3 次医療を提供できるようになることであり、

したがって小児診療体制の向上につながる。

　また、共和国結核病院およびノーク感染症病院の診療サービスの向上は、全国の結核診療所および

地方の施設に対する指導力の向上につながり、感染症対策の強化が期待される。

　アルメニアにおける小児診療および感染症対策が強化されることについて、子供の死亡率および死

因に占める感染症の割合を指標とした。

・子供の死亡率が悪化しない

・死因に占める感染症の割合が増加しない

②プロジェクト目標：対象 3 病院の医療サービスが改善する。

　プロジェクト目標を示す指標は、診断に要する日数、患者数、臨床検査数、手術件数、結核患者治

癒率を用いる。ただし、対象 3 病院の性質がそれぞれ異なるため、具体的な指標項目は以下のように

各病院ごとに選定した。
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・診断に要する日数が短縮される ノーク感染症病院 共和国結核病院

・患者数が増加する 小児救急病院 ノーク感染症病院

・総手術件数が増加する 小児救急病院

・検査数が増加する　 ノーク感染症病院（細菌検査）

　　　　　　　　　　 共和国結核病院（喀痰塗抹検査）

　　　　　　　　　　 小児救急病院（血算検査）

・新規結核患者治癒率が改善する 共和国結核病院

　なお、上記に関する対象 3 病院での 2000 年での現状は以下のとおりである。

診断科平均在院日数 ノーク感染症病院 11.5日

共和国結核病院 17.9日

入院患者数 小児救急病院 3,749人

ノーク感染症病院 3,421人

検査数　細菌検査数 ノーク感染症病院 17,000件

　　　　喀痰検査数 共和国結核病院 13,500件

　　　　血算検査数 小児救急病院 960件

上記のうち、ノーク感染症病院および共和国結核病院の診断科平均在院日数とは、

感染症や結核が疑われる新規の入院患者の診断結果が出るまでの平均日数で、診断

に要する平均日数である。

③期待される成果：対象 3 病院に必要な医療機材が整備される。

　本計画が実施されることにより、各病院に以下の機材が整備される。

病棟 検査諸室 手術室／ICU 間接支援部門

・小児救急病院 12 項目 27 項目 40 項目 13 項目

・ノーク感染症病院 10 項目 22 項目 19 項目 11 項目

・共和国結核病院 20 項目 25 項目 33 項目 7 項目

④その他の成果指標

　その他の成果指標として、下位施設からの紹介患者数および対象病院の病床占有率を採用した。

・下位施設からの紹介患者数が増加する 小児救急病院 ノーク感染症病院

・病床利用率が上昇する 対象 3 病院

　対象 3 病院の稼働状況、紹介患者動向はそれぞれ図 4-1, 4-2 に示すとおりである。
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図4-1：対象病院の稼働状況（2000年）
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図4-2：対象病院の入院患者の動向（2000年）

　小児救急病院では3,700人の入院患者のうち、650人は全国の州病院（図中
★印）およびその他の医療施設（●印）からの紹介であった。ノーク感染症
病院でも入院患者3,400人のうち800人が他施設からの紹介患者である。共和
国結核病院では、既述のとおり、入院患者1,700人のほとんどが各州の結核診
療所（□印）からの塗抹陽性患者および他施設からの結核患者である。

小児救急病院

ノーク感染症病院

共和国結核病院
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４－２　課題・提言

　本計画の実施により前述のような効果が予測され、本計画の運営・維持に関しても相手国側体制に

著しい問題はないと考えられるが、以下のような事項が改善されれば、一層の効果をあげることがで

きるであろう。

（１）医療財源の効率性

　国庫負担による診療費（年額約 140 億ドラム）については、保健業務庁から各医療施設へ支払う上

限額が毎年設定され、各施設が症例ごとに保健業務庁へ請求を行って支払いをうける。当該予算は総

額として決して十分ではないと認識されているが、現行の制度では、事実上すべての医療施設が運営

状況や診療能力に関わらず診療費国庫負担の支払い対象となるため、限られた予算をより効率的に活

用して国民により良い医療サービスを提供すべきとの議論もある。保健業務庁では、医療施設に対し

て随時検査を行うなどしているが、症例ごとの支払い請求の正当性を審査することが現行法での限界

であり、質のよい公的な診療サービスを提供するために、保健省は、保険業務庁により医療施設が診

療費国庫負担の適用を受けるための基準やガイドラインに基づく条件規定を設ける等の措置が必要と

している。これに関し、医療改革政策においても許認可制度の導入が重要事項のひとつとされており、

医療施設の組織、運営についても関連法規が刷新されて、これに基づいて優良施設を選択的に国庫診

療費予算の適用対象とすることができれば、限られた予算でも公的診療サービスの質が向上する。既

述のとおり、アルメニアでの医療分野の改革は漸く第一歩を踏み出した段階であるが、公的医療サー

ビスの質を改善するためには、医療財源の効率性を高めることが不可欠と考えられる。

（２）病院の改革と PHC 強化

　既述のとおり、最適化プログラムは、外来診療と入院加療が分断されていた体制を PHC サービス

から 2 次・ 3 次サービスまでの階層的なシステムに転換する方向にある。この流れにおいて、従来入

院加療に専念してきた病院は患者に対する専門外来診療サービスを開始するだけでなく、PHC レベル

との積極的な連携を図ることが望ましい。本計画対象 3 病院の状況をみると、共和国結核病院では

DOTS 戦略に基づく結核対策プログラムが地方レベルでの患者発見と同病院での入院加療を要点とす

る内容であることから、必然的に、地方レベル診療所との連携の原型ができている。今後も同病院の

診療機能を高めるだけでなく、検査活動の水準向上等をはじめ積極的な PHC 支援を進めることが望

まれる。また、小児救急病院およびノーク感染症病院では、すでに専門外来診療機能があり、それぞ

れ年間約 2700 人の患者が外来で診療を受けている。小児救急病院の場合は、2000 年現在で同外来患

者の約 1 割がポリクリニックからの紹介であるが、PHC レベルで導入されつつある家庭医学が定着す

ればこの需要は大きくなり、紹介患者の診療だけでなく家庭医チームへのフィードバックを適切に行

う責任が生じる。入院加療に専念してきた専門医の意識改革なども含め積極的な対応が望まれる。ノ
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ーク感染症病院については、局地的流行が起きた場合の専門家派遣が年間数十回もあるなど地方病院

との関係は密接である。現在の派遣は同病院の医師が患者の診断治療を直接行うことを目的としてい

るが、感染症対策において PHC レベルでの予防・治療は極めて重要であり、したがって、すでに構

築されている地方病院との関係をさらに発展させ、地方病院だけでなく PHC レベルも含めて地方の

スタッフに対する検査一般、感染源特定等についての技術指導などを積極的に行うことが望まれる。

（３）医学教育における実習指導

　医学教育は国立医科大学（ SMU）、国立保健研究所（ NIH）で行われており、医学生の実習はこれ

ら教育機関からの委託を受けた公的医療施設で行われる。医療改革政策においても医学教育の改訂は

重要事項のひとつにあげられているが、現在、医学教育におけるもっとも深刻な問題として実習教育

の不足が指摘されている。これは、講義に重きを置いた旧来の教育システムに起因する側面もあるが、

現実には、国内のいずれの病院も稼働率が低下しているため、各医学生が実習期間中に十分な症例に

触れることができないという如何ともしがたい現状が背景にある。また、実習カリキュラムやコース

運営が教育機関側の主導で行われており、医療施設側の積極的な関与が少ないことも一因とされる。

小児科、救急、感染症、結核に関する実習教育は主に本計画対象 3 病院で実施されているが、各病院

の診断能力の向上と稼働状況の改善は実習教育の活性化への波及効果も期待され、教育機関との連携

により医学実習教育の充実が望まれる。

４－３　プロジェクトの妥当性

　結論として以下のように考えられる。

・アルメニアの国土面積が小さくイェレヴァン首都圏は国土のほぼ中央にあることから、対象施設の

患者は全国から搬送されており、トップ・リファーラル施設の機能向上はすべての国民への裨益と

なる。

・本計画が目標とする幼年層に対する診療サービスの向上は非常に優先度の高い事項である。

・本計画で調達する医療機材はすべて各病院で日常的に用いられる基礎機材であり、調達機材を用い

た診療活動を行うことについて対象 3 病院の現在の人員・技術体制に問題はない。

・医療改革政策において、医療サービス体制の再構築には、供給過剰なサービスのダウンサイジング

と同時にサービスの質を改善させることが必須であり、本計画は、対象 3 病院だけでなくアルメニ

ア医療サービス体制全体に与えるインパクトが大きい。

・医療サービスが向上して病院への信頼が高まることにより患者の積極的な受診が促され、疾病の早

期発見・治療が可能となる。同時に、信頼のおける医療は患者が進んで診療費を払おうという意識

を促し、正当な診療報酬の徴収が可能となる結果、医療機材の維持管理も含め病院の運営面でのプ
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ラス効果も期待される。

・対象病院では、専門業者によるゴミの収集や施設内での焼却処理を行っており、本計画の実施によ

る環境面での悪影響はないと判断される。

・先方主管官庁の体制、医療施設の管掌等に関し、実施能力があることから、日本の無償資金協力に

て本計画を実施することに問題はない。

４－４　結論

　本プロジェクトは前述のように多大な効果が期待されると同時に、広くアルメニア国の小児診療お

よび感染症対策の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して日本の無償資金

協力を実施することの意義は大きいと判断される。また、本プロジェクトの運営については、相手国

側体制に人員面での問題はないと考えられる。しかし、調達機材の維持管理費用は各対象病院の現在

の収支規模にて賄える範囲であると予測されるものの、医療施設の会計処理の効率化や診療報酬徴収

に係る関連法規の整備等がなされれば、対象病院の運営も改善し、本プロジェクトはより円滑かつ効

果的に実施し得ると考えられる。
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２．調査行程

（１）基本設計調査

月日 官団員 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員

1 6／25 月 成田発/ﾁｭｰﾘｯﾋ着､ﾁｭｰﾘｯﾋ発／

2 6／26 火 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ着

外務省協議､保健省協議

ﾉｰｸ感染症病院

3 6／27 水 小児救急病院､共和国結核病院

4 6／28 木 小児救急病院

5 6／29 金 小児救急病院

6 6／30 土 小児救急病院

7 7／1 日 資料整理

8 7／2 月 　成田発／ﾁｭｰﾘｯﾋ着(技参､無償) 保健省協議

　ﾁｭｰﾘｯﾋ発／　　　(技参､無償) 共和国結核病院

9 7／3 火 　ｲｪﾚｳﾞｧﾝ着　　　　(技参､無償) 官団員同行 共和国結核病院

　保健省協議

10 7／4 水 　保健省協議 ﾉｰｸ感染症病院

　小児救急病院

11 7／5 木 　団内打合ｾ

12 7／6 金 　共和国結核病院 ﾉｰｸ感染症病院

　保健省協議

13 7／7 土 　　　ﾉｰｸ感染症病院 ﾉｰｸ感染症病院

成田発／ｳｨｰﾝ着(総括)

14 7／8 日 　　　団内打合ｾ

ｳｨｰﾝ発／　　　(総括)

15 7／9 月 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ着　　(総括) 小児救急病院

外務省協議

ｱﾙﾒﾆｱ医療ｾﾝﾀｰ視察

16 7／10 火 ﾐﾆｯﾂ協議 ﾉｰｸ感染症病院

ﾉｰｸ感染症病院

17 7／11 水 ﾐﾆｯﾂ協議 小児救急病院

小児救急病院 共和国結核病院

共和国結核病院 他ﾄﾞﾅｰ聴取:赤十字訪問

18 7／12 木 ﾐﾆｯﾂ協議、署名

19 7／13 金 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ発／ﾓｽｸﾜ着 小児救急病院 医療機器代理店

在ﾛｼｱ日本国大使館報告

ﾓｽｸﾜ発／ ｲｪﾚｳﾞｧﾝ発／ﾁｭｰﾘｯﾋ着（機２）

成田着 ﾁｭｰﾘｯﾋ発／　　　　　（機２）

20 7／14 土 資料整理 成田着　　　　　　　（機２）

21 7／15 日 資料整理

22 7／16 月 保健省協議 小児救急病院

医療機器代理店 小児救急病院

23 7／17 火 USAID 共和国結核病院

輸送業者 関連施設:ﾊﾗｽﾞﾀﾞﾝ地方病院
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月日 官団員 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員

24 7／18 水 外務省協議 ﾉｰｸ感染症病院

世銀PIU(Program Implementation Unit)

ｲｪﾚｳﾞｧﾝ発／ﾓｽｸﾜ着(設備､積算)

ﾓｽｸﾜ／　　　　　 (設備)

25 7／19 木 成田着           (設備)

小児救急病院 代理店調査(ﾓｽｸﾜ)

保健業務庁協議

26 7／20 金 共和国結核病院 代理店調査(ﾓｽｸﾜ)

国立医科大学

国立保健研究所

27 7／21 土 資料整理 代理店調査(ﾓｽｸﾜ)

28 7／22 日 資料整理

29 7／23 月 ｱﾙﾒﾆｱ医療ｾﾝﾀｰ 代理店調査(ﾓｽｸﾜ)

保健省協議 ﾓｽｸﾜ発／    (積算)

30 7／24 火 地理局訪問 成田着　　　(積算)

ｶﾞｽ公社訪問

ﾉｰｸ感染症病院

31 7／25 水 小児救急病院

ﾎﾟﾘｸﾘﾆｯｸ

32 7／26 木 保健省報告

33 7／27 金 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ発／ﾓｽｸﾜ着

在ﾛｼｱ日本国大使館報告

ﾓｽｸﾜ発／

34 7／28 土 成田着

（２）基本設計概要説明調査

月日 官団員 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員

1 10／8 月 成田発／ﾛﾝﾄﾞﾝ着、ﾛﾝﾄﾞﾝ発／

2 10／9 火 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ着

保健省・病院長合同協議

3 10／10 水 共和国結核病院

保健業務庁

4 10／11 木 ﾉｰｸ感染症病院

ｲｪﾚｳﾞｧﾝ市保健部

5 10／12 金 小児救急病院

6 10／13 土 保健省・病院長合同協議

7 10／14 日 資料整理

8 10／15 月 共和国結核病院

ｱﾙﾒﾆｱ医療ｾﾝﾀｰ

9 10／16 火 ﾉｰｸ感染症病院

国立医科大学

10 10／17 水 小児救急病院

保健省
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月日 官団員 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ団員

11 10／18 木 成田発／ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ着、ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ発／ｳｨｰﾝ着

ｳｨｰﾝ発／

保健省・病院長合同協議

12 10／19 金 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ着

外務省協議、保健省協議、小児救急病院

13 10／20 土 ﾉｰｸ感染症病院、共和国結核病院

14 10／21 日 団内打合せ

15 10／22 月 保健省・病院長合同協議

ミニッツ協議

16 10／23 火 世銀訪問

ミニッツ協議

17 10／24 水 ミニッツ署名

18 10／25 木 ｲｪﾚｳﾞｧﾝ発／ﾓｽｸﾜ着

在ﾛｼｱ日本国大使館報告

ﾓｽｸﾜ発／ﾛﾝﾄﾞﾝ着

JICA英国事務所報告

代理店調査（ﾓｽｸﾜ）

19 10／26 金 ﾛﾝﾄﾞﾝ発／ ﾓｽｸﾜ発／

20 10／27 土 成田着 成田着
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３．関係者（面談者）リスト

外務省　アジア・太平洋、アフリカ部　ルーベン・カラペティアン部長

　　　　Rouben Karapetian, Director, Director Asia-Pacific & Afrika Department

　　　　同部　環太平洋・アフリカ課　ミハエル・ヴァルダニアン課長

　　　　Michael Vardanian, Head, Pasific and Africa Division

保健省　ハイク・ダルビニアン次官（医療サービス）

　　　　Haik Darbinyan, Deputy Minister

　　　　レヴォン・イェオリアン次官（財務）

　　　　Levon Eolyan, Deputy Minister

　　　　ホフハンネ・マルガリアン大臣補佐官

　　　　Hovhannes Margaryants, Adviser to the Minister

　　　　保健政策部　レヴォン・イェピスコポシアン部長

　　　　Levon Yepiskoposyan, Director, Department of Health Policy

　　　　国際関係部　ハイク・グリゴリアン　部長

　　　　Haik Grigoryan, Director, Department of International Relations

　　　　母子保健部　カリーネ・サリベキヤン部長

　　　　Karine Saribekyan, Director, Department of Maternity and Child Health

保健業務庁　　アラ・テル・グリゴリアン長官

　　　　　　　Ara Ter-Grigorian, Director, State Health Agency, SHA

イェレヴァン市保健部　　　ハムレット・ミルゾヤン部長

　　　　　　　Hamret Mirzoyan, Director, Dept. of Health Care, Yerevan Municipality

イェレヴァン市不動産委員会　マノウク・ヴァルダニアン委員長

　　　　　　　Manouk Vardanyan, Chairman

イェレヴァン上下水道公社　リチャード・ウォークリング

　　　　　　　Richard Walkling, Chief Executive Officer

ガス公社（ハイガサード）　カレン・イスラエリャン代表

　　　　　　　Karen Israelyan, Executive Director

対象施設　　　小児救急病院　ニコライ・ダラキアン院長

　　　　　　　Nikolay Dallakian, Director, Children's Clinical Emergency Hospital

　　　　　　　ノーク感染症病院　アラ・アソイアン院長

　　　　　　　Ara Asoian, Director, Infectious Diseases Clinicak Hospital "Nork"

　　　　　　　共和国結核病院　セルゲイ・ステパニアン所長

　　　　　　　Sergey Stepanian, Director, Republican Clinical TB Dispensary

　　　　　　　　　同　　　　　DOTS プログラム担当マリーナ・サフェリアン

　　　　　　　Marina Saferian, Expert, DOTS program
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他の医療施設・機関　　　国立医療センター　グリゴル・グリゴリアン院長

　　　　　　　　　　　　Grigor Grigorian, Director, Medical Center

　　　　　　　　　　　　国立保健研究所ＦＭ学科　サムウェル・ホフハニシアン　学科長

　　　　　　　　　　　　Samvel Hovhannisyan, Head, Department of Family Medicine, NIH

　　　　　　　　　　　　国立医科大学　ＦＭ学科　ミカエル・ナリマニャン　科長

　　　　　　　　　　　　Mikayel Nareimanyan, Head, Department of Family Medicine, SMU

他ドナー　　ＷＨＯ　　　フライル・ツソラク・アスラニアン駐在官

　　　　　　　　　　　　Hrair Tsolak Aslaniann, WHO Liaison Officer in Armenia

　　　　　　世銀　　　　スザンナ・ハイラペティアン　社会セクター総括

　　　　　　　　　　　　Szannna Hayrapetyan, Operation Officer

　　　　　　　　　　　　セルゲイ・ハチャトリアン　保健プロジェクト PIU 代表

　　　　　　　　　　　　Sergey Khachatryan, Director, Health Project Implementation Unit

　　　　　ＵＳＡＩＤ　　タトウール・ハコビヤン　保健専門家

　　　　　　　　　　　　Tatul Hakobyan, Health Expert

　　　　　国際赤十字　　アハロン・プラフ　保健担当官

　　　　　　　　　　　　Aharon Praff, Health Delegate
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５．プロジェクトの成果

（１）プロジェクトにて裨益をうける対象の範囲及び規模：

　　　本計画の裨益対象はアルメニア国民　380 万人

（２）事業の目的（プロジェクト目標）を示す成果指標：

・検査能力が向上し、診断が効率的に行われる。

　これまでは、検査機器が古くて必ずしも検査結果が正確ではなかったので、誤診断を避けるために

必要回数以上の検査を繰り返さねばならなかったが、これら検査機器が更新されるとひとつの検査を

何度も繰り返して行う必要がなくなり、患者の診断に要する日数が短くなる。

　感染症や結核が疑われる新規患者の診断日数が短くなる。

　ノーク感染症病院、共和国結核病院で新規患者の診断に要する日数が短縮される。

2000 年

新規患者の平均診断日数

2005 年

（完工 3 年後）

ノーク感染症病院 11.5 日 減少

共和国結核病院 17.9 日 減少

・患者数が増加する。

　診断、治療能力の改善により小児救急病院、ノーク感染症病院に来院する患者が増える。

2000 年

入院患者

2005 年

小児救急病院 3700 人 増加する

ノーク感染症病院 3400 人 増加する

・結核治癒率が改善する。

　共和国結核病院に収容される新規結核患者の初期強化治療での治癒率が改善する。

2000 年 2005 年

新規結核患者の治癒率 83% 上昇する

（３）その他の成果指標

・小児救急病院、ノーク感染症病院において医療サービスの信頼が高まり下位レファーラル医療施設

　からの紹介数が増加する（2000 年現在小児救急病院年間 650 人、ノーク感染症病院年間 800 人）。

・小児救急病院、ノーク感染症病院において患者数／紹介数の増加により、病床占有率が上昇する

　（2000 年現在小児救急病院 33%、ノーク感染症病院 41%）。

６．外部要因リスク

本計画での成果の外部条件は以下のとおり。

・対象病院が最適化プログラムにしたがって病床数、医療従事者数の適正数を維持する。

・保健セクター予算の実行率が著しく悪化しない。

・医薬品、試薬、消耗品等の価格が著しく高騰しない。

・国民の所得が著しく落ち込まない。
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６．事前評価表

１．協力対象事業名

　　アルメニア国医療機材改善計画

２．我が国が援助することの必要性・妥当性

（１）アルメニアはソ連崩壊後の新たな自由主義国家であり、また、同国の積極的な民主化、市場経

済導入の動きは ODA 大綱の観点からも望ましいものであるため、同国が人材不足や経済イン

フラの老朽化、環境悪化等の問題に効率的に対処し、経済的な困難を克服して国造りを行える

よう、我が国は支援を行っている。我が国は、同国の開発重点分野が①経済構造の基礎固め、

②エネルギーセクター、③運輸インフラの整備、④灌漑・給水システムの改善、⑤社会セクタ

ー（保健医療、教育、失業者・貧困対策）であることを受けて、96 年度に無償資金協力を、98

年度には有償資金協力（「送配電網整備計画」に対する円借款供与）を開始し、99 年度には、

初の一般プロジェクト無償案件である「アルメニア医療センター医療機材整備計画」を実施し

た。

（２）同国の医療施設の多くは、旧ソ連製の医療機材を 30 年以上使用し続けており更新が必要とな

っているが、共和国独立後の財政困難が理由でまったく行えない状態が続いており、医療サー

ビスの質の低下が問題となっている。特に、国家レベルでの対応が求められる小児診療および

感染症対策は最優先分野であり、小児救急病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院の医療機

材を整備してこれらの施設の提供するサービスの質を改善することはアルメニアの医療セクタ

ー改革において戦略的重要性を持っている。

（３）当該国の社会・経済事情については資料４．の「アルメニアの社会・経済事情」参照

３．協力対象事業の目的（プロジェクト目標）

　本計画はこれら 3 施設に対する基礎的な医療機材を調達し老朽化した機材を更新・機能強化するこ

とにより、これら施設の医療サービスを改善することを目標とする。

４．協力対象事業の内容

（１）対象地域　　　アルメニア国

（２）アウトプット　対象 3 病院での診療活動に必要な医療機材が整備される。

（３）インプット　　対象 3 病院に対する下記の医療機材の調達。

　　　　　　　　保育器、インファントウォーマー、シリンジポンプ、輸液ポンプ、超音波診断装置、

　　　　　　　　Ｘ線撮影装置、血液ガス分析装置、分光光度計、顕微鏡、恒温器、乾熱滅菌器、

　　　　　　　　手術台、無影灯、電気メス、手術器具セット、麻酔器、人工呼吸器、患者監視装置、

　　　　　　　　除細動器、心電計、脳波計、気管支鏡、関節鏡、結腸内視鏡、胃内視鏡膀胱鏡

　　　　　　　　腹腔鏡、胸腔鏡、オートクレーブ、遺体冷蔵庫等　計 111 項目

（４）総事業費

　　　概算事業費　4.95 億円

　　　アルメニア国側負担分 約 140 万円（3 病院の既存機材撤去、据付予定諸室の改修等）

（５）スケジュール

　　　2002 年 1 月から約 12 カ月の工期を予定

（６）実施体制

　　　アルメニア国保健省及び小児救急病院、ノーク感染症病院、共和国結核病院
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７．今後の評価計画

（１）事後評価に用いる指標

　　　・対象病院（小児救急病院、ノーク感染症病院）の患者数

　　　・対象病院（小児救急病院、ノーク感染症病院）への紹介数

　　　・対象病院（全病院）の病床占有率

　　　・対象病院（ノーク感染症病院、共和国結核病院）診断科の平均在院日数

（２）評価のタイミング（予定）

　　　・本計画完工後、導入機材に応じた臨床応用指導の研修カリキュラムができ、調達機材の 100%

が正常に稼働している状況と考えられることから 3 年後を目処に評価実施予定。
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７．参考資料／入手資料リスト

保健改革プログラム関連

　　　・保健省　3 カ年保健医療改革戦略 2000~2003 年　英文要約

　　　　The Strategy of Health Care System Development in Armenia, 2000-2003

　　　・保健省　保健制度最適化構想　英文要約

　　　　Concept of Oprimization of the Health Care System of the Republic of Armenia

　　　・保健省／イェレバン市　イェレヴァン　保健制度最適化プログラム　英訳

　　　　Yerevan Health System Optimization Program, 2001, MOH/Yerevan Municipality

　　　・世銀　保健財政および PHC 開発プロジェクト　中間報告書

　　　　Health Financing and Primary Health Care Development Project - Mid-Term Trview Report, 2001

　　　・保健省／世銀　PHC 開発プログラム　マニュアル

　　　　Primary Healch Care Development Program

　　　・保健業務庁　ＢＢＰ　英訳

　　　・保健業務庁　ＳＨＡ／医療施設の標準契約書　英訳

結核対策

　　　・ＷＨＯ／ＥＵＲＯ　アルメニアの結核対策に関する経済評価

　　　　Economic Evaluation of Tuberculosis Control in Armenia, 1998, WHO/EURO

　　　・ＷＨＯ／ＥＵＲＯ　アルメニアの結核対策の状況（保健状況レポートの抜粋）

　　　　Tuberculosis Situation and Control in Armenia, June 26, 2001, WHO/EURO

保健分野

　　　・ Highlites on Health in the Republic of Armenia, 2001, WHO/EURO

　　　・ Health Care Systems in Transition, Armenia, 2001, European Observatory on Health Care Systems

ＦＭ関連

　　　・保健省　FM 医の業務に関する保健省令（99 年 6 月 28 日省令第 375 号）

　　　　Family Physician Statement, Decree N375, June 28, 1999, MOH

　　　・国立医科大学　ＦＭコースの教育内容

　　　・国立保健研究所　ＦＭコースの教育内容

　　　・ USAID/PADCO 　 FM 教育・研修の評価と今後の改善への提言

　　　　Assessment of Family Medicine Training and Education in Armenia and Recommendations
　　　　for Improvement, March 2001,

質問書回答

　　　・保健省組織図（2001 年 7 月現在）

　　　・保健セクター予算動向

　　　・対象施設の収支、人員体制、活動状況



xiv

　　　・ 2000 年度の統計（入院統計、リファレル動向、診療活動、実習教育、主要疾病等）

その他

　　　・アルメニア医療センター　評価項目一覧

　　　・ USAID/PADCO 　強制医療保険導入に向けて（ドラフト）

　　　　Ten Action Steps Towards the Formuration of a Mandatory Health Insurance Program in Armenia

　　　・ USAID/PADCO 　保健財源の評価

　　　　Assesment of Armenia's Health Care Financing Sources

　　　・ USAID/PADCO 　ロリ州パイロット・プロジェクトの評価　2000 年 12 月

　　　　Analysis of Issues Related to the Implementation of Pilot Project in Lori Marz
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